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はじめに 

国においては、行政手続に関する問い合わせや日常生活を取り巻く様々な問

題に対する国民からの問い合わせ等に対応し、安心・安全な国民生活を実現す

るため、各種の電話相談窓口（相談ダイヤル）を設けている。 

国が提供する相談ダイヤルの多くは、０５７０で始まる１０桁の統一番号サービス

を利用しているところであるが、この長い桁数では国民が覚えにくいため、桁数が

短くダイヤルが簡単な３桁の電話番号（１ＸＹ番号）を利用したいという要望が複

数の省庁から寄せられた。 

１ＸＹ番号（Ｘ及びＹは０～９の数字）は総数が１００個に限られる極めて希少な

番号資源であるとともに、３桁程度で１００個程度の番号を確保できる代替可能な

番号空間が無いという制約を有している。 

１ＸＹ番号については、「平成１０年度電気通信番号に関する研究会」（平成１１

年１月とりまとめ）において、その有効利用方策が検討され、現在に至るまで、当

該研究会で整理された考え方に基づいた運用がなされている。また、「ＩＰ時代に

おける電気通信番号の在り方に関する研究会」（平成１８年６月とりまとめ）におい

て、地方自治体のコールセンター等行政への問い合わせ番号用としての利用が

検討された経緯がある。 

１ＸＹ番号の利用に関するこれらの検討結果を踏まえ、安心・安全な国民生活

の実現に大きな役割を果たしている国の相談ダイヤルの重要性並びに国民利便

の向上と有限希少な１ＸＹ番号の有効利用の観点から、国が提供する相談ダイヤ

ルへの１ＸＹ番号の利用の在り方について検討を行うものである。 
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第１章 検討の背景 
 

１ＸＹ番号については、「平成１０年度電気通信番号に関する研究会」（以下

「平成１０年度番号研究会」という。）において、その有効利用方策が検討され、

現在に至るまで、当該研究会で整理された考え方に基づいた運用がなされてい

る。 

また、「ＩＰ時代における電気通信番号の在り方に関する研究会」（以下「ＩＰ時

代番号研究会」という。）において、地方自治体のコールセンター等行政への問

い合わせ番号用としての利用が検討された。 

 

１ 「平成１０年度電気通信番号に関する研究会」における検討 

１ＸＹ番号については、緊急通報番号（１１０、１１９1）のように緊急性が高い通

信に利用されるとともに、番号案内（１０４）や故障受付（１１３）のためのオペレー

タの呼出し、電報受付（１１５）、時報（１１７）、天気予報（１７７）、災害用伝言ダ

イヤル（１７１）、発信電話番号の通知（１８６）・非通知（１８４）の選択等の汎用的

な用途に加え、電気通信事業者ごとの付加サービス提供のための特定の用途

にも多くの番号が利用されていたなか、ＣＡＴＶ事業者や移動体通信事業者等

のアクセス系事業者の増加や事業者の創意工夫による多様なサービスが提供

されてきたこと等から、その利用が急速に拡大したため、ひっ迫対策を含む有

効利用方策の検討が行われた。 

将来にわたり多くの電気通信事業者が多くの利用者のために共通に利用す

ることができる１ＸＹ番号の空間を確保するとともに、有限希少な１ＸＹ番号のひ

っ迫対策を含む有効利用方策について検討がなされ、１ＸＹ番号の有効利用

の観点から適当と考えられる用途及び電気通信事業者が利用する際の基本

的な考え方をまとめ、利用指針2が見直された。 

 

（１）１ＸＹ番号の有効利用の観点から適当と考えられる用途 

ア 特徴と制約 

１ＸＹ番号は、「桁数が短いので、覚えやすい、ダイヤルしやすい」、「１か

ら始まるので、特別なサービスであることを想起しやすい」という特徴を有す

るとともに、「１から始まる３桁であるので、１００個しか無い有限希少な資源で

ある」、「３桁程度で１００個程度の番号を確保できる代替可能な番号空間が

無い」という制約を有している。 

 

 

                                                  
1 平成１０年当時の緊急通報用番号。海上保安機関への通報（１１８）は平成１２年から開始。 
2 個々の１ＸＹ番号について具体的な利用方法を定めた指針。参考資料１参照。 
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イ 利用についての基本的な考え方 

１ＸＹ番号の利用に当たっては、アの特徴と制約を踏まえ、①１ＸＹ番号の

特徴を活用する必要がある用途に利用すること、②代替可能な番号空間の

無い、有限希少な１ＸＹ番号空間に収容するため、１ＸＹ番号を利用する必

要性が相対的に高い用途を優先することとする基本的な考え方が整理され

た。 

 

ウ 有効利用の観点から適当と考えられる用途 

１ＸＹ番号の有効利用の観点から適当と考えられる用途として、１ＸＹ番号

を利用する必要性が相対的に高い用途（優先度の高いもの）とそれ以外の

ものとに分類し、優先度の高いものをＡ分類、それに準じるものをＢ分類と整

理された。 

Ａ分類とＢ分類の具体的な用途は、以下のとおりである。 

【Ａ分類の用途】 

①緊急性、公共性、安全性の観点から重要な用途 

  （例） ・ 緊急通報（警察・消防） 

      ・ 災害対応（災害伝言ダイヤル） 

      ・ プライバシー保護対応（発信番号通知、発信番号非通知） 

②基本的な電気通信サービスの利用に当たって容易な認識が必要となる

用途 

  （例）番号案内、故障受付 

③既に３桁の統一番号として広く認識がなされている用途 

  （例）天気予報、時報、電報受付 

④事業者共通のプレフィックスとしての用途 

 

【Ｂ分類の用途】 

○は利 用 可 、×は利 用 不 可  

（注 １）他 の事 業 者 が１ＸＹ番 号 による処 理 を行 っている場 合 に、当 該 処 理 を行 うオペレータまたは設 備

に接 続 して役 務 を提 供 することが許 容 されるならば、同 一 の１ＸＹ番 号 により処 理 を行 うことを可 能

とする。 

（注 ２）営 業 ・料 金 案 内 については、従 来 より利 用 者 利 便 確 保 のため短 桁 で使 用 されており、当 面 使 用

可 とする。 

（注 ３）接 続 先 が固 定 的 ではなく、１ＸＹ番 号 だけのダイヤルにより呼 接 続 が行 われるものを含 む。 

（注 ４）蓄 積 時 に１ＸＹの後 に端 末 系 伝 送 路 設 備 を示 す番 号 等 の長 桁 の番 号 を指 定 する場 合 に限 る。

なお、着 信 者 に向 け蓄 積 された情 報 をその着 信 者 が再 生 する時 には０A～J 等 の番 号 のダイヤルを

省 略 できることとする。 

加入者を直接収容する網で行われる処理（注 １） 

オペレータの接続 設備への接続 

オペレー

タを介し

た呼接続 

オペレー

タへの問

合せ 

呼接続に関す

る付加的な 

処理（注 ３） 

1XY(+0A～J 等 )

呼接続

特定者向け 

情報の蓄積・

再生（注 ４） 
1XY(+0A～J 等 )

サービス

条件の

設定 

その他

○ ×（注 ２） ○ × ○ ○ × 
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（２）１ＸＹ番号利用のための基本的な方針 

Ａ分類については、広範囲の利用者により容易に認識できる必要があるこ

とから、１ＸＹの３桁を電気通信事業者間で統一して使用する必要があり、１Ｘ

Ｙ番号に設定する用途については限定的であることが望ましいとされた。 

他方、Ｂ分類については、利用者の利便性及び電気通信事業者の創意

工夫の余地の確保のバランスをとる観点から、３桁目までを番号ごとに大枠で

用途設定した上で、提供するサービスの内容が大枠でその用途に適合して

いる場合は、その番号を使用すること、また、４桁化等によりできるだけ番号空

間を拡大して使用することとし、４桁目以降は電気通信事業者の創意工夫に

より使用することが適当と考えられるとされた。 

 

（３）１ＸＹ番号の利用指針 

（１）及び（２）をもとに利用指針の見直しを行い、Ａ分類については１３番号、

Ｂ分類については４０番号の用途を定め、用途を定めない保留番号数は４７

番号とした。 

本見直しにより、事業者間で統一して利用するＡ分類の用途については

当分の間の十分な番号を確保できることとなった。 

本利用指針については、現在に至るまで変更がなされておらず、本利用

指針に基づく運用がなされている。 

 

２ 「ＩＰ時代における電気通信番号の在り方に関する研究会」における検討 

地方行政改革におけるＩＴ利活用の推進の一形態としてコールセンター設置

の動きが全国的に進みつつあったなか、コールセンターを設置運営する横浜市

から、平成１７年度全国規模での規制緩和要望（あじさい月間）として、行政に

対する問い合わせ専用番号としての３桁番号の要望3がなされた。 

本要望を受け、１ＸＹ番号を行政に対する問い合わせ用番号として使用する

ことについて、平成１０年度番号研究会を踏まえた検討を行うことが適当とされ、

特に、公共性の観点、ひっ迫への影響等の観点から検討が行われた。 

  本検討の結果、行政に対する問い合わせに限り使用できる番号として１ＸＹ

番号を２番号（市町村と都道府県）付与することが適当とされた4。 

併せて、行政に対する問い合わせについては、各電気通信事業者が付加

                                                  
3 横浜市ではコールセンターを設置しているが、０ＡＢ～Ｊの１０桁の電話番号では国民が比較的 覚えにくく、

その利用 の都 度 電 話 番 号を調べなければならないという不 便 等があることから、行 政 向けの問い合 わせ専

用の電話番号として３桁の電話番号の創設・割当てを要望。 
4 平成１８年７月、「自治体コールセンター等への行政案内用１ＸＹ番号導入に関する連絡会議」が設置さ

れ、行 政 案 内 用 １ＸＹ番 号 の具 体 化 、共 通 仕 様 の策 定 等 について検 討 が行 われた。検 討 の結 果 、コール

センター整備 の進展 等に伴 う３桁番 号利 用に対する自 治体からの需要の高まりとともに、通 信網 のＩＰ化の

進展によるコスト低減の状況をみつつ、必要に応じて再度検討することが適当とされた。 
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的なサービスを自社の利用者へ提供するために用いるＢ分類とは性質が異な

ることから、Ａ分類として整理することが適当であるとされた。 

 

３ １ＸＹ番号の過去の導入状況 

 １ＸＹ番号については、平成１０年度番号研究会における利用指針の見直し

を行い、Ａ分類については１３番号、Ｂ分類については４０番号の用途を定め、

用途を定めていない保留番号数は４７番号となっている。 

緊急通報番号（警察機関へ通報：１１０、海上保安機関への通報：１１８、消

防機関への通報：１１９）については、電気通信番号規則（平成９年郵政省令

第８２号）に規定するとともに、番号案内（１０４）や故障受付（１１３）のためのオ

ペレータの呼出し、電報受付（１１５）、時報（１１７）、天気予報（１７７）、災害用

伝言ダイヤル（１７１）、発信電話番号の通知（１８６）・非通知（１８４）の選択など

緊急通報番号以外のＡ分類については、電気通信番号規則の細目を定めた

件（平成９年郵政省告示第５７４号）に具体的な番号を規定している。 

平成１０年度番号研究会以降の１ＸＹ番号の導入状況は、以下のとおりであ

る。 

【平成１０年度番号研究会以降の１ＸＹ番号の導入状況】 

導入時期 番 号 概   要 

平成 11 年７月 
 
 

 
 

 
 

103 
104 
113 
115 
117 
171 
177 
184 
186 

平成 10 年番号研究会報告書を受け、告示に規定 5

平成 12 年５月 118 海上保安機関への通報を規定 

平成 13 年５月 122 優先接続（マイライン）導入に伴い、固定優先接続
機能解除機能を規定 

平成 19 年４月 184 
186 

携 帯 電 話 において、緊 急 通 報 時 に位 置 情 報 を通
知 する機 能 を義 務 化 したことに伴 い、発 信 電 話 番
号通知・非通知機能に加えて位置情報通知・非通
知機能を規定 

平成 21 年６月 115 電 報 受 付 機 能 に加 えて電 報 類 似 サービス受 付 機
能を規定 

 

                                                  
5 当該欄に記載の番号（サービス）は平成１１年以前から提供されていたものを告示に規定。 
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第２章 諸外国における特殊サービス向け電話番号の利用状況につ

いて 
 

１ 諸外国における特殊サービス向け電話番号の利用状況 

   欧米等の諸外国においても、様々な特殊サービス向けに短桁の電話番号が

利用されている。 

歴史的経緯も含め各国の実情等に応じて用途が設定されていると考えられ、

一概に比較することは難しいが、諸外国においても緊急通報については２～３

桁の短桁番号で提供されており、３桁番号についてみると、各国ともに公共性、

緊急性の高いサービスに利用されている。 

緊急通報以外の用途については、例えば、障害者施設への問い合わせ（英

国）、児童虐待に関する通報（フランス）、消費者相談ホットライン、法律サービ

スホットライン（共に中国）、生活苦情、迷子相談、公共機関の各種相談・案内

（共に韓国）に短桁の番号が利用されている6。 

諸外国における短桁番号の主な利用状況は、以下のとおりとなっている。 

 

 【諸外国における短桁番号の主な利用状況】 

番号体系 主な番号及び用途 

米
国 Ｎ１１ 

211： コミュニティ情報・紹介サービス 

311： 非緊急時の警察と政府サービス 

411： ローカル番号案内 

511： 交通情報提供サービス 

611： 修理サービス受付 

711： 電話リレーサービス（聴覚障害者用電気通信中継サービス） 

811： 掘削被害用パイプライン等のコールサービス 

911： 緊急通報 

英
国 

１ＸＹ 

９９９ 

101： 非緊急通報 

111： 非緊急医療サービス 

112： 緊急通報（EU 共通） 

123： 時報 

140： 発信者番号非表示 

195： 障害者施設への問い合わせ 

999： 緊急通報（国内） 

                                                  
6 公 共 機 関 への相 談 ダイヤルについて最 初 の２～３桁 目 を共 通 の番 号 として４桁 の番 号 以 上 で提 供 して

いる。中国においては政府機関による政 府公務サービス、韓国においては公共機 関が提供する気象や観

光等の生活情報、案内・相談等の国民向け広報サービスを提供している。 
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フ
ラ
ン
ス 

１Ｘ 

１ＸＹ 

15：  救急 

17：  警察 

18：  消防 

112： 緊急通報（EU 共通） 

114： 聴覚障害者、失語症患者、言語障害者向け緊急通報 

115： 路上生活者向けホットライン 

119： 児童虐待に関する通報 

ロ
シ
ア 

００９ 

０Ｘ 

１１Ｘ 

009： 電話番号案内（モスクワのみ提供） 

01：  消防 

02：  警察 

03：  救急 

04：  ガス漏れ等通報 

07：  電話番号案内 

09：  電話番号案内 

110： 時報 

112： 緊急通報（EU 共通） 

中 

国 

１１Ｘ 

１２Ｘ 

１２３ＸＹ 

110： 警察 

111： 郵政 

114： 電話番号案内 

119： 消防 

120： 救急 

121： 天気予報 

124： 交通事故通報 

12315： 消費者相談ホットライン 

12348： 法律サービスホットライン 

12358： 物価局ホットライン 

韓 

国 

１ＹＹ 

１３ＹＹ 

110： 政府苦情 

112： 警察 

114： 電話案内 

115： 電報 

116： 標準時間 

118： サイバーテロ 

119： 火災 

120： 生活苦情 

122： 海洋緊急 

124： デジタル放送コールセンター 

129： 福祉苦情 

182： 迷子相談 

13YY： 公共機関の各種相談・案内用 

出典：平成２５年度「将来の電気通信番号に関する調査研究」（みずほ情報総研（株））より作成 

 

２ ＥＵ共通の特殊サービス向け電話番号（１１６ヘルプライン） 

欧州では、EU 加盟国共通の無料かつ覚えやすい公共相談ダイヤルが利用

さ れ て い る 。 「 １ １ ６ ヘ ル プ ラ イ ン 」 と 呼 ば れ 、 欧 州 委 員 会 （ EC: European 

Commission）により「１１６＋３桁の数字」の形式で５個の番号が設定7されている。

                                                  
7 平成２１年 (2009 年)１１月３０日付の欧州委員会における委員会決定（Commission Decision）におい

て、EU 加盟国における当該番号の運用、並びに各番号のサービス名称・内容及び提供条件等を規定。 
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その導入に際しては、各国における国内法制度の整備や電気通信事業者との

調整が必要であることから、各国の判断に委ねられている。 

 

【１１６ヘルプラインの番号及び提供サービス】 

番号 提供サービス 

116 000 
Hotline for Missing Children 

失踪児童に関するホットライン 

116 006 
Helpline for Victims of Crime 

犯罪被害者のためのヘルプライン 

116 111 
Child Helplines 

子どものためのヘルプライン 

116 117 
Non-emergency Medical On-call Service 

非緊急医療のコールサービス 

116 123 
Emotional Support Helplines 

心理的支援のためのヘルプライン 

出典： DIGITAL AGENDA FOR EUROPE –A Europe 2020 Initiative-8より作成 

また、ユニバーサル・サービス指令（Universal Service Directive）では、EU 加

盟国に対して、１１６ヘルプラインの導入促進、１１６ヘルプラインの存在及び利

用方法の周知、並びに失踪児童に関するホットラインへのアクセスの確保等を

規定しており、失踪児童に関するホットラインや子どものためのヘルプラインに

ついては、他のダイヤルと比較して高い導入率となっている9。 

 

  

                                                  
8 DIGITAL AGENDA FOR EUROPE - A Europe 2020 Initiative - About 116 helplines： 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-116-helplines 
9 ＥＵ加盟 国（２７ヵ国）中、失踪 児童に関 するホットラインは２３ヵ国、子どものためのヘルプラインは２１ヵ国

が提供（平成２５年（2013 年）５月現在）。 
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第３章 国が提供する相談ダイヤルのアンケート調査について 
 

現状、具体的な用途を定めていない保留状態の番号数が４７番号となっている

１ＸＹ番号について、国が提供する相談ダイヤル10への利用の在り方を検討する

に当たり、当該相談ダイヤルに関する実態や１ＸＹ番号の利用希望を把握するた

め、アンケート調査を実施した。 

政府広報オンラインの「暮らしの相談窓口」に掲載されている各府省庁の相談

窓口 11のうち、具体的に電話番号が明示されているものを対象とし、１ＸＹ番号の

利用希望があった相談ダイヤルについては、より詳細に実態等を把握するため追

加アンケート調査を実施した12。 

 

１ アンケート調査結果  

（使用している電話番号の種類） 

使用している電話番号の種類については、統一番号サービス（０５７０）が

全体の５割弱（46.2%）と最も多く、次いで着信課金サービス（０１２０）が全体の

２割程度（20.5%）となっている。 

（通話料金）  

相談者の通話料金負担については、着信課金サービス（０１２０）の利用に

よって通話料金を無料にしている相談ダイヤルが全体の２割程度（20.5%）、

有料ではあるが、通話料金の一部を相談ダイヤルの提供側が負担している

又は接続先の振り分けにより長距離通話とならないようにしている相談ダイヤ

ルが全体の４割弱（35.9%）となっている。 

（受付時間）  

相談ダイヤルの受付時間（曜日・時間帯）については、平日、夜間、休日

などの組み合わせは様々であるが、平日昼間のみを受付時間にしている相

談ダイヤルが全体の６割強（64.1%）と最も多く、年中無休で受け付けている相

談ダイヤルは１割程度（10.3%）となっている。 

（受付件数） 

相談受付件数（平成２５年度）については、年間の受付件数が１万件以上

の相談ダイヤルが全体の５割強（51.3%）となっており、そのなかでも１０万件以

上の相談ダイヤルが２割強（23.1%）となっている。 

アンケート調査結果の概略は上述のとおりであるが、以下の８ダイヤルについ

                                                  
10 国 が提 供 する相 談 ダイヤルについては、各 府 省 庁 が法 令 等 に基 づき該 当 する業 務 を行 うものに加 え、

独 立 行 政 法 人 等 相 談 ダイヤルの実 施 主 体 が各 府 省 庁 以 外 の機 関 であっても、各 府 省 庁 が予 算 措 置 を

行う等により当該相談ダイヤルの実施に関与しているダイヤルを含めて検討を行った。 
11 参考資料２参照。 
12 参考資料３参照。 
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ては、１ＸＹ番号の利用希望（今後、１ＸＹ番号の利用を検討したいというものを

含む。）が示された。 

① 金融サービス利用者相談室（金融庁） 

② 消費者ホットライン（消費者庁） 

③ 子どもの人権１１０番（法務省） 

④ みんなの人権１１０番（法務省） 

⑤ 女性の人権ホットライン（法務省） 

⑥ 法テラス・サポートダイヤル（法務省（日本司法支援センター）） 

⑦ 児童相談所全国共通ダイヤル（厚生労働省） 

⑧ 情報セキュリティ安心相談窓口（経済産業省((独)情報処理推進機構)） 

１ＸＹ番号の利用希望を有する省庁からは、１ＸＹ番号の利用によるメリットと

して、 

・高齢者の方でも番号を覚えやすい 

・短桁のためにダイヤルが容易になり利用者の利便が向上する 

・相談ダイヤルの認知度が向上し、利用促進が期待できる 

・相談件数の増加に伴う情報の蓄積により被害の未然防止・拡大防止の

効果が高まる 

などが挙げられた。 

 

２ １ＸＹ番号の利用を希望する相談ダイヤルの概要 

（１）金融サービス利用者相談室（金融庁） 

「金融サービス利用者相談室」は、金融サービス利用者等からの金融行

政・金融サービスに関する質問・相談・意見を受け付ける相談ダイヤルである。

統一番号サービス（０５７０）を利用し、全国からの通話料金が均一となるよう

に、通話料金の一部を金融庁が負担する形で、平日昼間を受付時間として

いる。 

高齢者や中小企業など金融サービスの利用者が主な相談主体であり、預

金や融資、保険商品・保険制度に関する相談、投資商品・証券市場制度・

取引所に関する相談や貸金業に関する相談が主な相談内容である。また、

高齢者からの詐欺的な投資勧誘トラブルに関する相談も多く寄せられてい

る。 

相談を受電した際の対応としては、論点の整理などを行った上での助言、

解決策の伝達や ADR 機関13などの案内に加え、相談者の了解を得た上で、

金融機関への相談内容の伝達や、詐欺的な投資勧誘に関し警察への情報

提供を行っている。 

 

                                                  
13 ADR とは Alternative Dispute Resolution の略称で、訴訟手続によらず民事上の紛争の解決を図るこ

と（裁判外紛争解決）を指し、裁判外紛争解決の業務を行う者を ADR 機関という。 
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（２）消費者ホットライン（消費者庁） 

「消費者ホットライン」は、消費者が商品・サービスの購入・利用の際に見

舞われた事故・トラブルに関する苦情や紛争解決の相談ダイヤルである。ま

た、実際に被害に見舞われていなくても、商品等の購入前に契約についての

疑問や不安に関する相談を受け付けることにより、消費者被害等を未然に防

止するための情報提供も行っている。統一番号サービス（０５７０）を利用し、

最寄りの自治体の消費者相談センター等に接続することにより通話料金を抑

える形で、年始年末を除く年中を受付時間としている（受付時間は相談窓口

により異なる）。 

一般の国民が主な相談主体であるが、近年は高齢者からの相談が増加し

ており、詐欺的商法による財産被害のトラブルや生命・身体に被害を及ぼす

ような事故に関する相談が主な相談内容である。近年は食品偽装表示に関

する相談も多く寄せられている。 

相談を受電した際の対応としては、解決策の伝達や関係者との調整、仲

裁・あっせん等の働きかけに加え、必要に応じ相談者のもとへの訪問も行うほ

か、他の適切な相談窓口への取次ぎ又は案内を行っている。相談内容等は、

全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）14に登録され、全国の

消費生活センター等で活用されるとともに、注意喚起や法執行等を担当する

国の行政機関等においても利用されている。 

 

（３）子どもの人権１１０番（法務省） 

「子どもの人権１１０番」は、いじめや体罰、不登校のほか親による虐待とい

った子どもをめぐる様々な人権問題に関する相談を受け付ける相談ダイヤル

である（子どもだけでなく大人も利用可能）。着信課金サービス（０１２０）を利

用し、通話料金負担がかからない形で、平日昼間を受付時間としている。 

子どもを含む一般の国民が主な相談主体であり、いじめ、体罰や暴行虐

待に関する相談が主な相談内容である。 

相談を受電した際の対応としては、他の適切な機関の案内や解決方法の

助言を行うほか、人権侵害の疑いがある場合には人権侵犯事件として調査

を行い、当事者間の関係の調整や人権侵害を行った者に対する説示・勧告

等の措置も行っている。 

 

（４）みんなの人権１１０番（法務省） 

「みんなの人権１１０番」は、差別や虐待、パワーハラスメントなど様々な人

権問題に関する相談を受け付ける相談ダイヤルである。統一番号サービス

（０５７０）を利用し、最寄りの法務局等に接続することにより通話料金を抑える

                                                  
14  国 民 生 活 センターと全 国 の消 費 生 活 センターをネットワークで結 び、消 費 者 から消 費 生 活 センターに

寄せられる消費生活に関する苦情相談情報（消費生活相談情報）の収集を行っているシステム。 
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形で、平日昼間を受付時間としている。 

一般の国民が主な相談主体であり、人権問題に関する様々な相談が寄せ

られている。 

相談を受電した際の対応としては、他の適切な機関の案内や解決方法の

助言を行うほか、人権侵害の疑いがある場合には人権侵犯事件として調査

を行い、当事者間の関係の調整や人権侵害を行った者に対する説示・勧告

等の措置も行っている。 

 

（５）女性の人権ホットライン（法務省） 

「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力や職場等に

おけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な

人権問題に関する相談を受け付ける相談ダイヤルである。統一番号サービス

（０５７０）を利用し、最寄りの法務局等に接続することにより通話料金を抑える

形で、平日昼間を受付時間としている。 

一般の国民が主な相談主体であり、暴行虐待、強制・強要や、セクシュア

ル・ハラスメント、ストーカーに関する相談が主な相談内容である。 

相談を受電した際の対応としては、他の適切な機関の案内や解決方法の

助言を行うほか、人権侵害の疑いがある場合には人権侵犯事件として調査

を行い、当事者間の関係の調整や人権侵害を行った者に対する説示・勧告

等の措置も行っている。 

 

（６）法テラス・サポートダイヤル（法務省（日本司法支援センター）） 

「法テラス・サポートダイヤル」は、法的トラブルに関する問い合わせに対し

て適切な法制度、相談窓口の紹介を行っている相談ダイヤルである。統一番

号サービス（０５７０）を利用し、通話料金を利用者が全額負担する形で、平

日昼間・夜間並びに土曜日昼間を受付時間としている。 

一般の国民が主な相談主体であり、相談内容は多岐にわたっているが、

離婚事案や債務整理事案に関する相談が多く寄せられている。 

相談を受電した際の対応としては、一般的な法制度の案内や他の適切な

相談窓口への取次ぎ又は案内を行っている。 

 

（７）児童相談所全国共通ダイヤル（厚生労働省） 

「児童相談所全国共通ダイヤル」は、児童虐待を受けたと思われる子ども

を見つけた時の通告や育児・子育てに関する相談を受け付ける相談ダイヤ

ルである。統一番号サービス（０５７０）を利用し、最寄りの自治体の児童相談

所等に接続することにより通話料金を抑える形で相談等を受け付けている。

受付時間は各児童相談所等により異なっている。 
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一般の国民が主な相談主体であり、児童虐待を受けたと思われる児童を

発見した者からの通告のほか、子どものしつけ、健康・発達の問題や非行に

関する相談、病気や経済的問題などにより十分な子育てが困難となった場

合の相談が主な相談内容である。 

相談を受電した際の対応としては、相談者に来庁を勧め若しくは相談者の

もとに訪問することも含めた解決策の伝達や関係者との調整、あっせん等の

働きかけに加え、虐待を受けた児童の一時保護等を行うほか、他の適切な相

談窓口への取次ぎ又は案内を行っている。 

 

（８）情報セキュリティ安心相談窓口（経済産業省（(独)情報処理推進機構）） 

「情報セキュリティ安心相談窓口」は、コンピュータウイルスや不正アクセス

に関する相談を総合的に受け付ける相談窓口である。０ＡＢ～Ｊ番号を利用し、

通話料金を利用者が全額負担する形で、平日昼間を受付時間としている。 

一般の国民や中小企業が主な相談主体であり、コンピュータウイルスによ

る被害やホームページ改ざんに関する相談、情報セキュリティ強化のための

対策に関する相談が主な相談内容である。 

相談を受電した際の対応としては、解決策の伝達に加え、他の適切な相

談窓口の案内を行っている。また、日々、多様化・深刻化する情報セキュリテ

ィ事案に関する情報収集も兼ねており、得られた情報に基づく対応策のホー

ムページ掲載などに活用している。 
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第４章 国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号利用の在り方につ

いて 
 

  国民生活に密着する様々な分野について、国は相談ダイヤルを提供し、多くの

国民が利用しているところである。 

国は、現状においても相談ダイヤルの周知広報に努めているところであるが、

認知度の点でいえば、一層の取組が期待されることも事実である15。 

相談ダイヤルに対する認知度や利便性の一層の向上を図り、安心・安全で快

適な国民生活を実現するためには、いざというときに、国民が簡便に相談ダイヤ

ルへアクセスできる環境を実現することが必要である。この点、国が提供する相談

ダイヤルへの１ＸＹ番号の利用は、国民の利便性を高めることに大きく寄与するも

のと考えられる。 

他方、１ＸＹ番号は有限希少な番号資源であるがゆえに、平成１０年度番号研

究会においてその利用についての基本的な考え方等が整理され、現在、具体的

な利用用途を定めていない保留状態の番号数が４７番号となっている。 

安心・安全な国金生活の実現に大きな役割を果たしている相談ダイヤルの重

要性並びに国民利便の向上の観点と１ＸＹ番号が有する特徴と制約の観点から、

国が提供する相談ダイヤルにおける１ＸＹ番号の有効利用について検討すること

が必要である。 

平成１０年度番号研究会で整理された基本的な考え方等については、今日に

おいても特段の変更を要する状況には無く、引き続き、当該基本的な考え方等を

維持しつつ、行政に対する問い合わせに対して１ＸＹ番号を付与することが適当

であるとしたＩＰ時代番号研究会の検討結果も踏まえ、国が提供する相談ダイヤ

ルへの１ＸＹ番号の利用の在り方を整理することとする。 

 

１ 国が提供する相談ダイヤルにおける３桁番号の有効利用について 

（１）分類 

平成１０年度番号研究会において、１ＸＹ番号を利用する必要性が相対的

に高い用途（優先度の高いもの）をＡ分類とし、それに準じるものをＢ分類と整

理した上で、Ａ分類については、広範囲の利用者により容易に認識できる必

要があることから、１ＸＹの３桁を電気通信事業者間で統一して使用すること

が必要であるとしている。 

また、ＩＰ時代番号研究会において、行政に対する問い合わせについては、

各電気通信事業者が付加的なサービスを自社の利用者へ提供するために

                                                  
15 国 民 に最 も認 知 されていると考 えられる緊 急 通 報 番 号 においても、例 えば、消 防 機 関 への通 報 （１１９）

については、６０代 の国 民 は９２．５％認 知 しているのに対 し、２０代 の国 民 は７９．７％と低 く、若 い年 代 ほど

認 知 度 が低 くなっている。（平 成 ２５年 度 「将 来 の電 気 通 信 番 号 に関 する調 査 研 究 」（みずほ情 報 総 研

(株)）） 
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用いるＢ分類の１ＸＹ番号とは性質が異なることから、Ａ分類として整理するこ

とが適当であるとしている。 

我が国においては、緊急通報番号（１１０、１１８、１１９）に代表されるように、

国民が利用する機会が多く公共性が高い電話番号については、これまで１Ｘ

Ｙ番号を利用してきた歴史的経緯もあり、国に対して国民が問い合わせ等を

するに当たり、１ＸＹ番号はなじみがあり受け入れやすいものと考えられる16。 

したがって、各府省庁がその所掌に基づき国民からの様々な相談等に対

応している国の相談ダイヤルについても電気通信事業者間で統一して使用

することが望ましく、Ａ分類として整理することが適当である。 

 

（２）１ＸＹ番号の付与に関する基本方針 

平成１０年度番号研究会において、Ａ分類に設定する用途については限

定的であることが望ましいとしている。 

また、Ａ分類の具体的な用途としては「緊急性、公共性、安全性の観点か

ら重要な用途」とされている。国が提供する相談ダイヤルについては、「公共

性」の観点から重要であることはいうまでもないが、現状、提供されているダイ

ヤル数が多いことも事実である。 

国が提供する相談ダイヤルをＡ分類として整理できるとしても、全ての相談

ダイヤルについて１ＸＹ番号を付与できるのかについては、１ＸＹ番号の有効

利用を指向しつつも番号数の制約の観点にも照らして、更なる検討が必要

である。 

この点、国が提供する相談ダイヤルは、一般的な質問・相談を受け付ける

もの、行政手続に関する問い合わせ・相談を受け付けるもの、日常生活にお

けるトラブル等に関する苦情・相談や通報を受け付けるものなど様々である。

また、相談主体についても高齢者や子どもが中心のものから企業・団体を中

心とするものまで様々である。さらに、相談を受電した後の対応についても主

として他の適切な相談窓口への取次ぎ又は案内を行うもの、取次ぎ等にとど

まらず関係者との調整、仲裁・あっせん等の働きかけに加え、相談者のもとに

駆けつけるものまで様々である。 

Ａ分類の用途である「緊急性・公共性・安全性の観点から重要な用途」に

該当するものと判断するためには、相談等を寄せる国民の期待に適切に応

え、国民利便の向上を図り、安心・安全で快適な国民生活を実現する観点

から、以下の点を総合的に勘案して１ＸＹ番号の利用を認めることが適当であ

る。 

 
                                                  
16 警察への相 談窓口、小児 救急医療 電 話相談、一般 向け救急医療 電話相談、クレジットカードの紛失・

盗 難 受 付 、ストーカーの相 談 窓 口 、いのちの電 話 （自 殺 予 防 相 談 窓 口 ）、児 童 虐 待 の相 談 窓 口 、家 庭 内

暴力の相談窓口などの緊急性が高いものについて短桁番号のニーズが高く、また、男性より女性、高い年

代のニーズが高い。（平成２５年度「将来の電気通信番号に関する調査研究」（みずほ情報総研（株））） 
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① 緊急通報までの緊急性は無い場合であっても事件・事故を未然に防ぐ

ための相談を受け付けるものであること。 

② 国民が日常生活を円滑に営む上での権利侵害を解決するための相談

を受け付けるものであること。 

③ 地域限定ではなく全国的に利用されるものであることや特定の業種等

からの相談だけではなくありとあらゆる人が相談できるものであること。 

④ 子どもや高齢者が相談することが多いダイヤルなど相談者にとって簡

便なダイヤル手法であることが望ましいものであること。 

⑤ 相談を受けた後に連絡があった場所へ駆け付けることや具体的な解決

策を提示するなど、速やかな解決に向けた対応がなされるものであるこ

と。 

⑥ 相談内容に応じた適切な体制（対応時間、対応者の配置、回線数等）

が確保されるものであること。 

⑦ 一時的ではなく長期的に継続するものであること。 

    今後、各府省庁から相談ダイヤルへの１ＸＹ番号の利用希望が示された際、

総務省においては、上記①から⑦の諸点に基づき検討を行い、１ＸＹ番号の

付与を行うことが適当である。 

なお、現状、国が提供する相談ダイヤルの通話料金については、着信課

金サービス（０１２０）の利用によって通話料金を無料にしている相談ダイヤル

が、全体の２割程度（20.5%）という状況である。 

国が提供する相談ダイヤルへの１ＸＹ番号の利用に当たっては、関係府省

庁において、可能な限り、相談者の通話料金負担に配慮したものとし、通話

料金に関する十分な周知を行うことが望ましいと考える17。 

 

２ ひっ迫の可能性 

１ＸＹ番号については、平成１０年度番号研究会以降現在に至るまで、特段

の要望も無かったことから新規の用途設定が行われず、具体的な用途を定め

ていない保留状態の番号数が４７番号となっている。 

今般、１ＸＹ番号の利用に関する具体的な要望が寄せられているにも関わら

ず、引き続き１ＸＹ番号を保留し続けることは、１ＸＹ番号の有効利用の観点から

は望ましいとは言えず、番号のひっ迫に大きな影響を与えない範囲内で、必要

に応じ、１ＸＹ番号の有効利用を図っていくことが適当と考えられる。 

なお、今回実施したアンケート調査では、１ＸＹ番号の利用を希望する相談

ダイヤル（今後、１ＸＹ番号の利用を検討したいというものを含む。）は、５省庁・８

                                                  
17 着 信 課 金 サービス、統 一 番 号 サービスや０ＡＢ～Ｊ番 号 と異 なり、発 信 者 はＩＸＹ番 号 のみからは通 話 料

金の有無等を判断することができなくなる。 
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ダイヤルであった。１で整理した基本方針に基づき、当該８ダイヤルについて１Ｘ

Ｙ番号の付与を検討することとなった場合でも、当面、ひっ迫の可能性は低い

と考えられる。 

また、今後、更なる１ＸＹ番号の利用希望が示された場合でも、同種の相談

を対象としているダイヤルについては１つの１ＸＹ番号に統一した上で複数の相

談に対応できるよう措置することなどにより、ひっ迫への対応も可能になると考え

られる。 

総務省においては、この点に留意して各府省庁と調整を行い、１ＸＹ番号の

付与について検討を行うことが適当である。 

 

３ 具体的に１ＸＹ番号を定める場合の対応 

緊急通報番号以外のＡ分類については、電気通信番号規則の細目を定め

た件（平成９年郵政省告示第５７４号）に具体的な１ＸＹ番号が規定されている。 

今後、総務省において１で整理した基本方針に基づき具体的な１ＸＹ番号を

定め告示改正を行った際は、改正告示の公布後、速やかに情報通信審議会

に報告することが適当である。 

なお、国が提供する相談ダイヤルへの１ＸＹ番号の付与に当たっては、当該

ダイヤルの番号について国民が緊急通報番号（１１０、１１８、１１９）と混同しない

ようにすることも必要であると考えられる。 

総務省において１ＸＹ番号を付与するに当たっては、緊急通報番号で使用さ

れている「１１Ｙ番号」は使用せず、保留番号数が比較的多い「１７Ｙ番号」及び

「１８Ｙ番号」を優先的に使用することが適当である。 

なお、国民の利便性や相談ダイヤルの内容・性質等に鑑みれば、数字の語

呂合わせ等により国民が覚えやすい形の１ＸＹ番号を付与する意義は大きいと

考えられる。容易かつ広範な国民の利用を可能とする観点から、「１７Ｙ番号」

又は「１８Ｙ番号」とは別の番号とすることも可能とする。 

ただし、「１９Ｙ番号」については、今後の新サービスへの対応など１ＸＹ番号

の更なる利用拡大に対応するため、引き続き保留とすることが適当である。 

また、複数かつ同種の相談ダイヤルについては、相談内容の専門性や国民

の利用しやすさ等を勘案し、１つの１ＸＹ番号を統一して使用することも含め、適

切に番号を付与することが適当である。 
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おわりに 

本報告書は、国が提供する相談ダイヤルへの１ＸＹ番号利用の在り方について

検討を行い、当該相談ダイヤルへの１ＸＹ番号の付与に関する基本方針等を整

理したものである。 

１ＸＹ番号については、現状、具体的な用途を定めていない保留状態の番号

数が４７番号となっているが、１ＸＹ番号は、有限希少な番号資源であるとともに、

他に代替可能な番号空間が無いという制約を有している。 

国が提供する相談ダイヤルへの１ＸＹ番号の利用は、当該相談ダイヤルへの国

民のアクセスをより簡便なものとするなど国民利便の向上を目的とするものである

ことから、各府省庁においては、相談ダイヤルの運営を適切に行うとともに、その

利用状況等について公表することが望ましい。 

携帯電話の普及やインターネットの利用拡大、またＩＰ化の進展により電話サー

ビス・情報サービスの在り方も大きく変わろうとしている。有限希少な１ＸＹ番号を

適切かつ有効に利用し続けていくため、総務省においては、Ｂ分類も含めた１ＸＹ

番号の利用実態の把握を継続的に行うとともに、１ＸＹ番号を利用するサービスが

停止等された場合には、当該１ＸＹ番号の用途設定を解除し、番号利用のニーズ

等に応じて、新たなサービスへの利用を進めることが望ましい。 

また、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に当たっては、多くの

外国人が訪日することが見込まれる。国民のみならず訪日外国人に対する問い

合わせ対応方策については、政府及び東京都において検討が進められるものと

考えるが、オリンピック・パラリンピック関係相談ダイヤルの在り方については、諸外

国における４桁化対応等の例は一つの参考になると考える。 

総務省においては、１ＸＹ番号の付与に関する基本方針等に基づき、１ＸＹ番

号の運用を適切に行うとともに、１ＸＹ番号を取り巻く環境変化を注視しつつ、１Ｘ

Ｙ番号に関する新たな課題等が生じた場合は、適時適切に検討を行っていく必

要がある。有限希少な番号資源の管理に当たり、国民利便と番号の拡張可能性

等の観点から適切に検討が行われることが望ましい。 

 

18



 
 
 
 
 

資料編 



情報通信審議会 電気通信事業政策部会 名簿 

 

（平成 26 年 10 月 31 日現在 敬称略） 

氏  名 主 要 現 職 

部 会 長  山内  弘隆 一橋大学大学院 商学研究科 教授 

部会長代理  相田   仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

委   員  石戸 奈々子 特定非営利活動法人ＣＡＮＶＡＳ 理事長 

  〃    井手  秀樹 慶應義塾大学 商学部 教授 

  〃    斎藤  聖美 ジェイ・ボンド東短証券株式会社 代表取締役社長 

  〃    谷川  史郎 株式会社野村総合研究所 理事長 

臨 時 委 員  根岸   哲 甲南大学法科大学院 教授 

 
 
 

電気通信事業政策部会 電気通信番号政策委員会 名簿 

 

（平成 26 年 10 月 31 日現在 敬称略） 

氏  名 主 要 現 職 

主   査 

専 門 委 員 
酒井  善則 放送大学 特任教授 東京渋谷学習センター 所長 

主 査 代 理 

委   員 
相田   仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

専 門 委 員 池田  千鶴 神戸大学大学院 法学研究科 准教授 

  〃 一井  信吾 東京大学大学院 数理科学研究科 准教授 

  〃 河村 真紀子 主婦連合会 事務局長 

  〃 三友  仁志 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 教授 

 

1



諮問第１２１９号   

平成２６年８月５日   

 

情報通信審議会 

会長 西田 厚聰 殿 

 

 

総務大臣 新藤 義孝      

 

 

 

 

諮 問 書 

 

 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

 

記 

 

 

国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号利用の在り方
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諮問第１２１９号 

 

 国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号利用の在り方 

 

 

１ 諮問理由 

 電気通信の番号の中で１から始まる３桁の１ＸＹ番号（Ｘ及びＹは０～９の

数字）は、桁数が短くダイヤルが簡単であり、１から始まるので特殊なサービ

スであることを想起しやすいという特徴を有している。このため、「平成 10

年度 電気通信番号に関する研究会」において、１ＸＹ番号の有効利用方策に

ついて検討し、その報告書において、その用途、基本的な方針を整理し、個々

の番号ごとに利用方法を設定した利用指針を定めており、今日まで当該利用指

針に基づき運用している。 

また、１ＸＹ番号の用途については、１ＸＹ番号を利用する必然性が相対的

に高い用途（優先度の高いもの）とそれに準じるものとに分類し、優先度の高

いものをＡ分類、それに準じるものをＢ分類としており、具体的な用途は次の

とおりとしている。 

（１）Ａ分類 

ア 緊急性、公共性、安全性の観点から重要な用途 

イ 基本的な電気通信サービスの利用に当たって容易な認識が必要とな

る用途 

ウ 既に３桁の統一番号として広く認識がなされている用途 

エ 事業者共通のプレフィックスとしての用途 

（２）Ｂ分類 

Ａ分類に準じる用途であって、加入者を直接収容する事業者のみがその

直接収容する加入者に対して利用できるもの 

ただし、基本的な方針として、Ａ分類については広範囲の利用者により容易

に認識できる必要があることから１ＸＹ番号の３桁を事業者間で統一して使

用することとし、Ｂ分類については、４桁化等によりできるだけ番号空間を拡

大して使用することとし、３桁目までを番号ごとに大枠で用途設定した上で、

４桁目以降は事業者の創意工夫で使用することを定めている。 

現在、国が提供する相談ダイヤルの多くは、全国統一番号サービス（0570

から始まる 10 桁の電話番号）を利用しているところであるが、この長い桁数

では覚えにくいため、桁数が短くダイヤルが簡単な１ＸＹ番号を相談ダイヤル

に利用することの相談を受けている。しかし、当該利用指針では、国が提供す

別紙 
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る相談ダイヤルについては、具体的な明記がされていない。 

そのため、国が提供する相談ダイヤルの重要性に鑑み、どのような用途の相

談ダイヤルであれば「平成 10 年度電気通信番号に関する研究会」で定められ

た用途に合致するのか、及び利用指針の変更が必要かどうかを検討する必要が

ある。 

 

以上より、国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号利用の在り方について諮

問するものである。 

 

２ 答申を希望する事項 

  国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号利用の在り方 

 

３ 答申を希望する時期 

  平成２６年１２月目途 

 

４ 答申が得られた時の行政上の措置 

  今後の情報通信行政の推進に資する。 
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電気通信事業政策部会及び電気通信番号政策委員会の開催状況 

 

  日 付 議   題 

電気通信事業

政策部会 
第 26回 

平成 26 年 

８月５日 

・諮問事項「国が提供する相談ダイヤルへ

の３桁番号利用の在り方」について 

【平成 26 年８月５日付 諮問第 1219 号】 

電気通信番号

政策委員会 

第８回 ８月 20 日 

・「国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号

利用の在り方」に関する情報通信審議会

への諮問について 

第９回 ９月 18 日 

・国が提供する相談ダイヤルに関するアン

ケート調査の結果について 

・諸外国における特殊サービス向け電気通

信番号の使用状況について 

・「国が提供する相談ダイヤルへの３桁番号

利用の在り方」に関する論点整理につい

て 

第 10回 10 月３日 
・国が提供する相談ダイヤルに関する３桁

番号利用の在り方について 

第 11回 10 月 31 日 ・報告書（案）について 
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参考資料 



 

平成１０年度 電気通信番号に関する研究会 １ＸＹ番号利用指針 

 
番 号 分類 利用方法  番 号 分類 利用方法 

100 Ｂ オペレータ経由呼接続  110 Ａ 警察機関への緊急通報 

101 保 留  111 Ｂ 試験 

102 Ｂ 非常・緊急扱い通話  112 保 留 

103 Ａ 番号案内（各事業者の網内番号を中心とするｻｰﾋﾞｽ）  113 Ａ 故障受付 

104 Ａ 番号案内（他事業者の番号を含む総合的なｻｰﾋﾞｽ）  114 Ｂ 話中調べ 

105 保 留  115 Ａ 電報受付 

106 Ｂ オペレータ経由呼接続  116 Ｂ 営業・料金案内 

107 Ｂ オペレータ経由呼接続  117 Ａ 時報 

108 Ｂ 呼接続に関する付加的な処理  118 Ａ 海上保安機関への緊急通報 

109 保 留  119 Ａ 消防機関への緊急通報 

       

番 号 分類 利用方法  番 号 分類 利用方法 

120 保 留  130 保 留 

121 Ｂ 呼接続に関する付加的な処理  131 Ｂ 通話料分計 

122 Ａ 固定優先接続の解除  132 保 留 

123 保 留  133 保 留 

124 保 留  134 Ｂ サービス条件設定 

125 Ｂ マルチ接続  135 Ｂ サービス条件設定 

126 保 留  136 Ｂ 発信電話番号通知サービス応用 

127 保 留  137 保 留 

128 保 留  138 Ｂ 呼接続に関する付加的な処理 

129 保 留  139 保 留 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

番 号 分類 利用方法  番 号 分類 利用方法 

140 Ｂ サービス条件設定  150 保 留 

141 Ｂ 特定者向け情報の蓄積・再生【留守番電話】  151 Ｂ 営業・料金案内 

142 Ｂ 着信転送  152 保 留 

143 Ｂ サービス条件設定【ドライブモード】  153 保 留 

144 Ｂ 迷惑電話対応  154 Ｂ サービス条件設定 

145 Ｂ 話中時対応  155 Ｂ サービス条件設定【位置情報利用】 

146 Ｂ 特定者向け情報の蓄積・再生  156 保 留 

147 Ｂ 発信電話番号通知サービス応用  157 Ｂ 営業・料金案内 

148 Ｂ 発信電話番号通知サービス応用【通知要請】  158 Ｂ サービス条件設定 

149 Ｂ サービス条件設定  159 Ｂ サービス条件設定 

参考資料１ 
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番号 分類 利用方法  番号 分類 利用方法 

160 保 留  170 保 留 

161 Ｂ 特定者向け情報の蓄積・再生  171 Ａ 災害用伝言ダイヤル 

162 Ｂ 特定者向け情報の蓄積・再生  172 保 留 

163 保 留  173 保 留 

164 Ｂ サービス条件設定【端末切替え】  174 保 留 

165 Ｂ メール送受信  175 保 留 

166 Ｂ サービス条件設定  176 保 留 

167 保 留  177 Ａ 天気予報 

168 保 留  178 Ｂ 呼接続に関する付加的な処理 

169 Ｂ プロトコル変換  179 B 呼接続に関する付加的な処理 

       

番号 分類 利用方法  番号 分類 利用方法 

180 保 留  190 保 留 

181 Ｂ サービス条件設定【ローミング】  191 保 留 

182 保 留  192 保 留 

183 保 留  193 保 留 

184 Ａ 発信者番号通知拒否  194 保 留 

185 保 留  195 保 留 

186 Ａ 発信者番号通知  196 保 留 

187 保 留  197 保 留 

188 保 留  198 保 留 

189 保 留  199 保 留 
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    参考資料２

相談窓口 所管府省庁
（相談窓口の開設者）

電話番号

感染症相談窓口
　インフルエンザ・性感染症・その他感染症全般に関する相談窓口

厚生労働省 03-5299-3306

自治体のインフルエンザ関連お問い合わせ・情報提供窓口
　自治体のインフルエンザ関連お問い合わせ・情報提供窓口一覧

厚生労働省 自治体窓口の電話番号

全国HIV検査相談マップ
　全国HIV/エイズ検査・相談窓口情報サイト

厚生労働省
関連団体及び自治体窓口の電
話番号

自殺対策 相談窓口
　自殺を考えるなど、悩みを抱えている方の相談窓口

内閣府
関係省庁及び関連団体窓口の
電話番号

こころの耳
　働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

厚生労働省 なし（ポータルサイト）

健康局 結核感染症課B型肝炎訴訟対策室電話相談窓口
　B型肝炎特別措置法による給付金等支給対象者の相談窓口

厚生労働省 03-3595-2252

社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口
　B型肝炎特別措置法による給付金等の請求手続に関する相談窓口

厚生労働省
（社会保険診療報酬支払基金）

0120-918-027

フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
　特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金支給等の相談窓口

厚生労働省 0120-509-002

アスベスト（石綿）健康被害の救済
　「石綿による健康被害の救済に関する法律」による医療費、弔慰金等の救済給付に係る相談窓口

環境省
（（独）環境再生保全機構）

0120-389-931

給付金支給相談窓口
　特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づく給付金の支給手続等の相談窓口

厚生労働省
（（独）医薬品医療機器総合機構）

0120-780-400

医
薬
品

PMDAくすり相談
　医薬品の効能・効果、飲み方や使い方その他、薬に関する心配ごとや疑問等の相談窓口

厚生労働省
（（独）医薬品医療機器総合機構）

03-3506-9457

公
害

総務省公害等調整委員会事務局 公調委公害相談ダイヤル
　公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合等の「公害紛争処理」制度に関する相談窓口

総務省 03-3581-9959

指定廃棄物処理情報サイト
　指定廃棄物処理に関する情報サイト

環境省 なし（ポータルサイト）

除染、指定廃棄物に関するお問い合わせ窓口
　除染や指定廃棄物に関する様々な疑問等に関する相談窓口

環境省
03-6741-4535（東京）
024-523-5391（福島）

広域処理に関連した風評被害に関する相談窓口
　災害廃棄物の広域処理に関連した風評被害に関する相談窓口

環境省 03-5610-5961

動
植
物

国際希少種管理事業部
　国際希少野生動植物種の登録に関する問い合わせ窓口

環境省
（（一財）自然環境研究センター）

03-6659-6018

児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校等についての相談・通報窓口（地域のさまざ
まな相談窓口）
　非行の問題、いじめ、不登校、友人関係等の問題で悩んでいる子どもや保護者等からの相談窓口

内閣府
関係省庁、関連団体及び自治
体窓口の電話番号

都道府県警察の少年相談窓口
　いじめ、犯罪等の被害に遭い、悩んでいる子ども自身やご家族のための相談窓口

警察庁 都道府県警察窓口の電話番号

子どもの人権SOS - eメール（パソコン）
　パソコンからインターネットを利用して、いつでもアクセスできる子どもの人権相談窓口

法務省 なし（電子メール）

子どもの人権SOS - eメール（携帯）
　携帯電話からインターネットを利用して、いつでもアクセスできる子どもの人権相談窓口

法務省 なし（電子メール）

子どもの人権110番（フリーダイヤル）
　「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話

法務省 0120-007-110

子どもの人権110番（IP電話の場合）
　「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話（IP電話用）

法務省
法務局・地方法務局の電話番
号

24時間いじめ相談ダイヤル
　いじめ問題に悩む子どもや保護者等がいつでも相談できる24時間対応の相談窓口

文部科学省 0570-0-78310

児童相談所全国共通ダイヤル
　育児や子育てに悩んだとき、虐待を受けた子どもを見つけたとき等の相談窓口

厚生労働省 0570-064-000

教育ローンコールセンター
　公的な融資制度「国の教育ローン」をもっと詳しく知りたい、申込をしたいという方の相談窓口

財務省
（日本政策金融公庫）

0570-008656
03-5321-8656

奨学金返還相談センターナビダイヤル
　卒業後の返還について気になる方、現在、奨学金の返還が困難な方の相談窓口

文部科学省
（（独）日本学生支援機構）

0570-03-7240
03-6743-6100（携帯・IP電話）

食の安全ダイヤル
　消費者から食品の安全性に関する情報提供、お問い合わせ、ご意見等をいただくためのダイヤル

内閣府 03-6234-1177

金融円滑化ホットライン
　金融の円滑化に関し、中小企業等の借り手の方々の声を電話によりお聞きする受付窓口

金融庁 0570-067755

金融庁金融サービス利用者相談室
　金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利用等に関する相談窓口

金融庁 0570-016811

個人版私的整理ガイドライン運営委員会コールセンター
　東日本大震災に関する個人債務者の私的整理についての相談窓口

金融庁
（（一社）個人版私的整理ガイドライン運営委員会）

0120-380-883

貸金業相談・紛争解決センターのご案内
　借入れや返済、貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口

金融庁
（日本貸金業協会）

0570-051-051

電気通信消費者相談センター
　利用者が電気通信サービスを利用している際のトラブル等に関する電話による相談窓口

総務省 03-5253-5900

行政苦情110番
　「手続が分かりにくい」、「行政機関の決定が不公平」等、国の行政への苦情や意見・要望の窓口

総務省
（管区行政評価局・評価事務所）

0570-090110

0570-064-370
03-3446-1623（平日バックアッ
プ相談）

自動車の不具合情報ホットライン
　リコールにつながる不具合を早期に発見するための自動車ユーザからの不具合情報の受付窓口

国土交通省
0120-744-960
03-3580-4434（自動音声受付）

新車購入のワンストップサービス・ヘルプデスク
　新車購入のワンストップサービスを利用したい、詳しく知りたい方のためのヘルプデスク

国土交通省 050-5540-2000

人権相談インターネット受付窓口（パソコン）
　パソコンからインターネットを利用して、いつでもアクセスできる人権相談窓口

法務省 なし（入力フォーム）

人権相談インターネット受付窓口（携帯）
　携帯電話からインターネットを利用して、いつでもアクセスできる人権相談窓口

法務省 なし（入力フォーム）

みんなの人権110番（常設相談）
　最寄りの法務局・地方法務局及びその支局につながる電話相談窓口

法務省 0570-003-110

みんなの人権110番（常設相談）（PHS、IP電話等の場合）
　最寄りの法務局・地方法務局及びその支局につながる電話相談窓口（PHS、IP電話等用）

法務省
法務局・地方法務局の電話番
号

消
 

費
 

者

環
　
境

子
ど
も
・
教
育
・
文
化

廃
棄
物

子
ど
も

奨
学
金
等

カテゴリ

感
染
症

こ
こ
ろ
の

健
康

健
　
康

給
付
金
等

医
薬
・
医
療

消費者庁
（（独）国民生活センター）

政府広報オンラインに掲載された相談ダイヤル
※ 政府広報オンライン（http://www.gov-online.go.jp/）の「暮らしの相談窓口」に掲載された相談ダイヤルの一覧（平成26年８月20日時点）

消
費
生
活
・
安
全

人
　
権

消費者ホットライン
　消費者が身の回りで疑問に思うことや、使用している商品の欠陥等に気づいた場合の相談窓口

製
　
品
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相談窓口 所管府省庁
（相談窓口の開設者）

電話番号カテゴリ

女性の人権ホットライン
　夫からの暴力、職場での差別・セクハラ等、女性の人権問題に係る専用相談電話

法務省 0570-070-810

女性の人権ホットライン（PHS、IP電話等の場合）
　夫からの暴力、職場での差別・セクハラ等、女性の人権問題に係る専用相談電話（PHS、IP電話用）

法務省
法務局・地方法務局の電話番
号

インターネット上の違法・有害情報対策 違法・有害情報に関するQ&A
　インターネット上で違法・有害情報を見つけたり、当該情報で被害を受けた場合の相談窓口

内閣官房 なし（ポータルサイト）

情報セキュリティ安心相談窓口
　マルウェアおよび不正アクセスに関する総合的な相談窓口

経済産業省
（（独）情報処理推進機構）

03-5978-7509

被害者ホットライン
　被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行える専用電話

法務省 地方検察庁の電話番号

更生保護における犯罪被害者等の方々のための相談窓口（お近くの地方更生保
護委員会・保護観察所）
　犯罪被害を受けたことによる悩みや不安の相談、支援の紹介等を行う被害者専用ダイヤル

法務省
地方更生保護委員会・保護観
察所の電話番号

境界トラブル等に関するお近くの法務局・地方法務局
　境界トラブルや所有権界の問題解決を求めている場合の相談窓口

法務省
法務局・地方法務局の電話番
号

法テラス・サポートダイヤル
　解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、消費者団体等の相談窓口を案内するダイヤル

法務省
（日本司法支援センター）

0570-078374

認証紛争解決事業者（かいけつサポート）
　裁判以外の方法で民事上のトラブルを解決する話合いの場を提供する事業者を紹介するダイヤル

法務省
（認証紛争解決事業者）

認証紛争解決事業者の電話番
号

指定公証人が執務する公証役場
　法務大臣によって特に指定された「指定公証人」に電子公証手続に係る相談をするための窓口

法務省
（日本公証人連合会）

公証役場の電話番号

総合労働相談コーナー
　労働問題に関するあらゆる分野についての労働者・事業主からの相談窓口

厚生労働省
各地の総合労働相談コーナー
の電話番号

勤労者心の電話相談
　労働者の仕事に関する強い不安やストレスを取り除くための専門のカウンセラーによる相談窓口

厚生労働省
（（独）労働者健康福祉機構）

各地の労災病院の電話番号

働く人の悩みホットライン
　職場、暮らし、家族、将来設計など、働くうえでのさまざまな悩みに関する相談窓口

厚生労働省
（（一社）日本産業カウンセラー協会）

03-5772-2183

産
業

化学物質のリスク評価等に関する相談窓口
　化学物質のリスクアセスメント、ラベル表示・SDS（安全データシート）制度等に関する相談窓口

厚生労働省
（テクノヒル株式会社）

03-5642-6144

独占禁止法相談ネットワーク（公正取引委員会及び地方事務所・支所）
　中小事業者を対象とした不公正な取引に関する相談窓口

内閣府
（公正取引委員会）

本局及び地方事務所・支所の
電話番号

金融円滑化ホットライン 【再掲】
　金融の円滑化に関し、中小企業等の借り手の方々の声を電話によりお聞きする受付窓口

金融庁 0570-067755

金融庁金融サービス利用者相談室 【再掲】
　金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利用等に関する相談窓口

金融庁 0570-016811

中小企業等金融円滑化相談窓口
　中小企業を対象とした借り入れ等に関する相談窓口

金融庁
財務局・財務事務所の電話番
号

事業資金相談ダイヤル
　中小企業・小規模事業者の方を対象とした「セーフティネット貸付」に関する相談窓口

財務省
（日本政策金融公庫）

0120-154-505

貸金業相談・紛争解決センターのご案内 【再掲】
　借入れや返済、貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口

金融庁
（日本貸金業協会）

0570-051-051

経営セーフティ共済相談室
　経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）に関する相談窓口

経済産業省
（（独）中小企業基盤整備機構）

050-5541-7171

調
達

公共調達総合窓口
　財務省における調達に関する情報の提供や相談を受け付けるための窓口

財務省
（大臣官房会計課監査室）

03-3581-4111（内線2134）

全国の年金に関する相談・手続き窓口
　全国の年金事務所や街角の年金相談センター一覧

厚生労働省
（日本年金機構）

各地の年金事務所・年金相談
センターの電話番号

ねんきんダイヤル
　一般的な年金相談に関する問い合わせ窓口

厚生労働省
（日本年金機構）

0570-05-1165（ナビダイヤル）
03-6700-1165（一般電話）

ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
　「ねんきん定期便」「ねんきんネット」及び「ねんきん特別便」等に関する問い合わせ窓口

厚生労働省
（日本年金機構）

0570-058-555（ナビダイヤル）
03-6700-1144（一般電話）

国民年金保険料専用ダイヤル
　「国民年金保険料後納制度（保険料納付の延長）」に関する問い合わせ窓口

厚生労働省
（日本年金機構）

0570-011-050（ナビダイヤル）
03-6731-2015（一般電話）

障害者施策 相談窓口
　障害をお持ちの方についての相談窓口

厚生労働省
（日本年金機構）

関連団体及び自治体窓口の電
話番号

各都道府県「高齢・障害者雇用支援センター」
　定年引上げ等奨励金に関する相談や申請を受け付けている窓口

厚生労働省
（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）

各地の高齢・障害者雇用支援
センターの電話番号

防災情報のページ
　内閣府が開設する防災情報のページ

内閣府 なし（ポータルサイト）

総務省消防庁のページ
　総務省消防庁のホームページ

総務省 なし（ポータルサイト）

匿名通報ダイヤル
　暴力団犯罪、薬物事犯、拳銃事犯、児童虐待、人身取引事犯等に係る情報を受け付けるダイヤル

警察庁 0120-924-839

警察総合相談電話番号
　緊急の事件や事故以外で警察に相談する際の電話番号

警察庁 #9110

薬
物

薬物乱用防止相談窓口機関一覧
　自分や家族が薬物乱用の問題を抱えている場合の精神保健福祉センター等の相談窓口

厚生労働省
関連団体及び自治体窓口の電
話番号

交通遺児など
　交通遺児等に対する育成給付金、生活資金、入学資金の支援等の相談窓口

内閣府
（（公財）交通遺児等育成基金）

0120-16-3611

自賠責保険（共済）ポータルサイト
　自賠責保険（共済）の情報や交通事故の被害者や家族が必要とする情報を解説したポータルサイト

国土交通省 なし（ポータルサイト）

日弁連交通事故相談センター
　自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談等に関する無料の相談窓口

国土交通省
（（公財）日弁連交通事故相談センター）

0570-078325

NASVA交通事故被害者ホットライン
　交通事故に遭いお悩みの方を対象に、お悩みの解決に最適な相談窓口を紹介するホットライン

国土交通省
（（独）自動車事故対策機構）

0570-000738
03-3288-3671（IP電話・PHS）

申請窓口・お問い合わせ
　自賠責保険（共済）の支払いに関して紛争が生じた場合等の問い合わせ窓口

国土交通省
（（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構）

0120-159-700（固定電話）
03-5296-5031（東京）
06-6265-5295（大阪）

外国人在留総合インフォメーションセンター
　入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせ窓口

法務省
0570-013904
03-5796-7112（IP・PHS・海外）

地方入国管理局
　出入国管理行政を行うための機構

法務省 地方入国管理局の電話番号

外国人のための人権相談所一覧
　日本語を自由に話せない外国人のために通訳を配置した人権相談窓口

法務省
法務局・地方法務局の電話番
号

輸
出
入

輸出入通関手続等に関する「お問い合わせ・ご相談」
　一般的な輸出入手続などに関する問い合わせ・相談の窓口

財務省
（税関）

税関相談官（室）の電話番号

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

法
　
務

労
働
者

在
留
外
国
人

国
際
・
渡
航

年
　
金

高
齢
・

障
害
者

年
金
・
福
祉

防
災
・

減
災

防
災
・

減
災

防
犯

防
犯
・
交
通
安
全

交
通
事
故

中
小
企
業

労
働
・
産
業

消
費
生
活
・
安
全

人
権
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国が提供する相談ダイヤルに関するアンケート調査結果 

 

１ 調査内容 

（１）調査対象 

政府広報オンライン(http://www.gov-online.go.jp/)の「暮らしの相談窓口」に掲

載されている各府省庁の相談窓口のうち電話番号が具体的に明示されているもの 

（２）調査方法 

該当する相談ダイヤルの所管府省庁に対しアンケート調査票を送付 

（３）調査期間 

① 平成 26 年８月 25 日（月） ～ ９月５日（金） 

② 平成 26 年９月 11 日（木） ～ ９月 12 日（金）(注) 

注：３桁番号の利用を希望する相談ダイヤルへの追加調査 

 

２ 回 答 数 

調査対象（対象数 45）のうち、有効回答数は 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料３ 
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アンケート調査結果の概略 ①

◆ 使用している電話番号の種類

項 目 回答数 割 合

0120番号 8 20．5％

0570番号 18 46．2％

0AB～J番号 10 25．6％

050番号 2 5．1％

#4桁番号 1 2．6％

0120番号

0570番号

0AB～J番号

050番号

#4桁番号

③

⑧

① ② ④
⑤ ⑥ ⑦

◆ 相談者の通話料金負担

項 目 回答数 割 合

無 料
【0120番号】

8 20．5％

有料（通話料金の一部を
相談ダイヤル側が負担）

【0570番号の一部】
8 20．5％

有料（全額負担だが、接
続先の振分けにより長距

離通話とはならない場合が
多い）

【0570番号の一部】

6 15．4％

有料（全額負担）

【0570番号の一部、
0ABJ番号、050番号、

#4桁番号】

17 43．6％

無料

有料（一部負担）

有料（全額負担・接続振分け）

有料（全額負担）

③

⑥ ⑧

①

② ④
⑤ ⑦

※ 割合については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

［グラフ内番号］
①：金融サービス利用者相談室、②：消費者ホットライン、③：子どもの人権１１０番、④：みんなの人権１１０番、⑤：女性の人権ホットライン、
⑥：法テラス・サポートダイヤル、⑦：児童相談所全国共通ダイヤル、⑧：情報セキュリティ安心相談窓口

アンケート調査結果の概略 ②

◆ 開設期間

項 目 回答数 割 合

５年未満 12 30．8％

５年以上
10年未満

16 41．0％

10年以上 9 23．1％

不明 2 5．1％

◆ 相談の受付時間（曜日・時間帯）

項 目 回答数 割 合

年中無休（24時間） 3 7．7％

年中無休注1（時間帯は
窓口により異なる）

1 2．6％

月～金注1（夜間注2あり）

／土注1・注3（夜間なし）
5 12．8％

月～土注1・注3（夜間なし） 1 2．6％

月～金注1（夜間あり） 2 5．1％

月～金注1（夜間なし） 25 64．1％

窓口により異なる 2 5．1％

5年未満

5年以上10年未満

10年以上

不明① ③ ⑥

② ④ ⑦⑤ ⑧

注1：年末年始等を除く
注2：19時以降を「夜間」とする
注3：受付が一部の土曜日に限られる場合を含む

年中無休（24時間）

年中無休（時間帯は窓口により異なる）

月～金（夜間あり）／土（夜間なし）

月～土（夜間なし）

月～金（夜間あり）

月～金（夜間なし）

窓口により異なる

②
⑦

① ③ ④
⑤ ⑧

⑥

※ 割合については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

［グラフ内番号］
①：金融サービス利用者相談室、②：消費者ホットライン、③：子どもの人権１１０番、④：みんなの人権１１０番、⑤：女性の人権ホットライン、
⑥：法テラス・サポートダイヤル、⑦：児童相談所全国共通ダイヤル、⑧：情報セキュリティ安心相談窓口

注：平成26年９月18日時点の開設期間
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アンケート調査結果の概略 ③

◆ 閉設の予定

項 目 回答数 割 合

あ り 1 2．6％

な し 37 94．9％

年度ごとに検討 1 2．6％

◆ 統合の予定

・ 国民年金保険料専用ダイヤル（厚生労働省（日本年金機構））

→ 平成28年３月 閉設予定

・ 化学物質のリスク評価等に関する相談窓口（厚生労働省（テクノ
ヒル(株)）【平成25年度】
化学物質管理に関する相談窓口（厚生労働省（テクノヒル(株)）
【平成26年度】

→ 年度ごとに予算要求を行い、外部委託を実施（併せて、受付
時間や相談内容等の見直しを検討）

項 目 回答数 割 合

あ り 2 5．1％

な し 37 94．9％

・ 金融円滑化ホットライン（金融庁）
・ 金融サービス利用者相談室（金融庁）

→ 金融サービス利用相談室での３桁番号利用が実現すれば、
金融円滑化ホットライン等の関連ダイヤルを統合する予定

※ 割合については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

アンケート調査結果の概略 ④

◆ 平成25年度の相談受付件数

項 目 回答数 割 合

100万件以上 2 5．1％

10万件以上
100万件未満

7 17．9％

1万件以上
10万件未満

11 28．2％

1千件以上
1万件未満

10 25．6％

1千件未満 7 17．9％

非公表・未計上 2 5．1％

※ 割合については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合がある。

100万件以上

10万件以上100万件未満

1万件以上10万件未満

1千件以上1万件未満

1千件未満

非公表・未計上

④

② ⑥

① ③ ⑤
⑦ ⑧

◆ ３桁番号（１ＸＹ番号）利用の要望

項 目 回答数 割 合

あ り 8 20．5％

な し 31 79．5％ あり

なし

①～⑧

［グラフ内番号］
①：金融サービス利用者相談室、②：消費者ホットライン、③：子どもの人権１１０番、④：みんなの人権１１０番、⑤：女性の人権ホットライン、
⑥：法テラス・サポートダイヤル、⑦：児童相談所全国共通ダイヤル、⑧：情報セキュリティ安心相談窓口
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名
称

金
融

サ
ー
ビ
ス
利

用
者
相
談

室

概
要

金
融

サ
ー
ビ
ス
利

用
者

等
か

ら
の

、
金

融
行

政
・
金

融
サ

ー
ビ
ス
に
関

す
る
一

般
的

な
質

問
・
相

談
・
意

見
を
受

け
付

け
て
い
る
相

談
窓

口

電
話

番
号

主
：
0
5
7
0
-
0
1
6
8
1
1

副
：
0
3
-
5
2
5
1
-
6
8
1
1
（
IP
電

話
用

）

通
話

料
金

有
料

（
通

話
料

金
の

一
部

を
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

側
が

負
担

）

開
設

時
期

平
成

1
7
年

７
月

1
9
日

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

あ
り

（
３
桁

番
号

の
利

用
が

実
現

し
た
場

合
、
金

融
円

滑
化

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
等

の
関

連
ダ
イ
ヤ
ル

と
統

合
す
る
予

定
）

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
1
0
時

～
1
7
時

相
談

受
付

件
数

3
4
,1
1
5
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

一
般

的
な
質

問
・
相

談
・
意

見
の

中
に
は

、
高

齢
者

か
ら
の

詐
欺

的
な
投

資
勧

誘
に
か

か
る
相

談
も
多

く
寄

せ
ら
れ

て
お
り
、
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

の
短

縮
化
（
３
桁
化
）
に
よ
り
、
相

談
室

へ
の

ア
ク
セ
ス
が

よ
り
容

易
な
も
の

と
な
る
こ
と
で
、
投
資
詐
欺
等
の
未
然

防
止

に
資

す
る
と
考
え
ら
れ

る
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

同
上
。

主
な
相

談
主

体
一

般
の

国
民

（
特

に
、
高

齢
者

の
相

談
が

多
い
）
、
中

小
企

業
な
ど
金

融
サ

ー
ビ
ス
利

用
者

典
型

的
な

相
談

内
容

主
に
預

金
・
融

資
等

、
保

険
商

品
・
保

険
制

度
等

に
関

す
る
も
の

、
投

資
商

品
・
証

券
市

場
制

度
・
取

引
所

等
に
関

す
る
も
の

、
貸

金
業

に
関

す
る
も

の
等
に
か
か
る
相
談

等
を
受

け
付

け
て
い
る
が

、
未

公
開

株
取

引
等

に
か

か
る
相

談
等

も
寄
せ

ら
れ

る
。

そ
の

一
例

を
挙

げ
る
と
、
「
金

融
庁

等
か

ら
許

可
を
得

て
未

公
開

株
の

買
取

り
を
し
て
い
る
と
い
う
業

者
か

ら
連

絡
が

あ
り
、
高

値
で
買

い
取

る
の

で
未

公
開

株
を
買

っ
て
ほ

し
い
と
言

わ
れ

て
当

該
未

公
開

株
を
購

入
し
た
が

、
買

い
取

っ
て
も
ら
え
な
い
」
と
い
う
相

談
に
つ
い
て
、
以

下
の

と
お
り
ア
ド
バ

イ
ス
を
行

い
、
相

談
者

の
了

解
を
得

た
う
え
で
、
警

察
へ

の
情

報
提

供
を
行

っ
た
。

「
金

融
庁

等
が

、
未

公
開

株
の

取
引

等
に
関

し
て
、
何

ら
か

の
業

務
を
外

部
へ

委
託

す
る
こ
と
は

な
い
。
ま
た
、
金

融
庁

や
証

券
取

引
等

監
視

委
員

会
の

職
員

が
、
電

話
で
未

公
開

株
の

上
場

時
期

に
つ
い
て
言

及
し
た
り
、
未

公
開

株
の

買
取

交
渉

を
行

っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の

よ
う
な
連

絡
が

あ
っ
た
場

合
に
は

、
詐

欺
的

な
商

法
で
あ
る
と
考

え
、
一

切
関

わ
り
に
な
ら
な
い
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と
。
」
と
の
注
意

喚
起
を
行
っ
た
。
ま
た
、
相

談
者

自
身
か

ら
警

察
に
相
談
す
る
よ
う
勧
め
る
と
と
も
に
、
返
金
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば

消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
や
弁
護

士
会

に
相

談
す
る
よ
う
勧
め
た
。

な
お

、
「
利

用
者

か
ら

の
相

談
事

例
等

と
相

談
室

か
ら

の
ア

ド
バ

イ
ス

等
」
と

し
て

、
事

例
を

公
表

し
て

い
る

（
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.f
sa
.g
o
.jp
/
re
c
e
ip
t/
so
u
da
n
si
tu
/
in
de

x.
h
tm

l）
。

相
談

へ
の

対
応

・
論

点
の

整
理

な
ど
を
行

っ
た
上

で
の

助
言

を
行

う
。

・
解

決
策

を
伝

達
す
る
。

・
A
D
R
機

関
な
ど
の

案
内

を
行

う
。

・
相

談
者

の
了

解
を
得

た
上

で
、
金

融
機

関
へ

の
相

談
内

容
の

伝
達

や
、
詐

欺
的

な
投

資
勧

誘
に
関

し
警

察
へ

の
情

報
提

供
を
行

う
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期
平

成
2
7
年

度
か

ら
（
具

体
的

に
は

、
予

算
措

置
や

業
者

の
開

発
等

の
対

応
が

終
了

し
て
か

ら
）

１
Ｘ
Ｙ
番

号
利

用
を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

①

8



名
称

消
費

者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

概
要

消
費

者
が

商
品

・
サ

ー
ビ
ス
の

購
入

や
利
用

の
際

に
見
舞

わ
れ
た
事
故

や
ト
ラ
ブ
ル
に
関

す
る
、
苦

情
や

紛
争
解
決

の
相

談
窓
口

。
こ
の

相
談
窓

口
で
は

、
・
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
や
訪
問
販
売
・
通
信
販
売
等
に
お
け
る
事
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル

・
産
地
の
偽
装
、
虚
偽

の
広
告
な
ど
不
適
切
な
表
示
に
伴
う
事
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル

・
安

全
性

を
欠

く
製

品
や

エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
サ

ー
ビ
ス
に
よ
る
身

体
へ

の
被

害
な
ど
、
消

費
者
問

題
に
関

す
る
相

談
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
実

際
に
被

害
に
あ
っ
て
い
な
く
て
も
、
商

品
等

の
購
入
前

の
時

点
で
、
そ
の
契

約
に
つ
い

て
の

疑
問

や
不

安
が

あ
っ
た
場

合
に
相

談
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消

費
者

被
害

に
あ
わ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
や

、
紛

争
に
巻

き
込

ま
れ

な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

電
話

番
号

0
5
7
0
-
0
6
4-

37
0

通
話

料
金

有
料

（
相
談
者
の
全
額
負
担
だ
が
、
最
寄
り
の
事
務
所
等
に
振
り
分
け
て
接
続
さ
れ
る
た
め
、
長
距
離
通
話
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
）

開
設

時
期

平
成

2
2
年

１
月

閉
設

予
定
時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

年
末

年
始

を
除

い
て
無

休
（
受

付
時

間
帯

は
、
相

談
窓

口
に

よ
り
異

な
る
）

相
談

受
付
件
数

3
0
8
,6
0
9件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性

、
安

全
性

の
観
点
か
ら
重

要
な
用

途
で
あ
る
こ
と

の
説

明

消
費

生
活

相
談

は
、
詐

欺
的

商
法

に
よ
る
財

産
被

害
の

よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル

や
、
生

命
・
身

体
に
危

害
を
及

ぼ
す
よ
う
な
事

故
に
関

す
る
も
の

も
含

ま
れ

、
そ
の

被
害

の
発

生
又

は
拡

大
の

防
止

を
図

る
「
緊

急
性

」
の

観
点

か
ら
極

め
て
重

要
な
用

途
。
消

費
者

が
取

引
を
行

う
前

に
事

業
者

の
説

明
や

商
品

の
品

質
等

に
疑

念
を
持

っ
た
と
き
、
そ
の

場
で
窓

口
に
相

談
し
て
即

時
に
情

報
提

供
を
受

け
る
こ
と
で
消

費
者

被
害

や
消

費
者

ト
ラ
ブ
ル

に
あ
わ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
出

来
る
。
架

空
請

求
、
悪

質
な
訪

問
販

売
や

振
り
込

め
詐

欺
な
ど
、
そ
の

場
で
の

判
断

を
迫

ら
れ

る
ケ
ー
ス
は

特
に
高

い
「
緊

急
性

」
を
有

す
る
。

こ
の

消
費

者
か

ら
寄

せ
ら
れ

る
相

談
情

報
等

に
つ
い
て
は

、
全

国
消

費
生

活
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
P
IO
-
N
E
T
）
に
登

録
さ
れ

、
全

国
の

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
等

で
活

用
さ
れ

る
と
と
も
に
、
注

意
喚

起
や

法
執

行
等

を
担

当
す
る
国

の
行

政
機

関
等

に
お
い
て
も
利

用
さ
れ

て
お
り
、
「
公

共
性

」
の

観
点

か
ら

も
重

要
な
用

途
。

ま
た
、
消

費
生

活
相

談
に
よ
る
生

命
・
身

体
に
危

害
を
及

ぼ
す
よ
う
な
事

故
の

情
報

に
つ
い
て
は

、
消

費
者

被
害

の
未

然
防

止
・
拡

大
防

止
の

た
め
消

費
者

へ
情

報
提

供
が

さ
れ

て
お
り
、
「
安

全
性

」
の

観
点

か
ら
も
重

要
な
用

途
。

３
桁

番
号

の
利
用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

消
費

者
被

害
・
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験

し
て
も
、
そ
の

半
数

以
上
の

人
は

相
談
を
し
て
い
な
い
。
消

費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の

認
知

度
は

21
.5
％
（
消

費
者

庁
「
消

費
者

意
識

基
本

調
査

」
平

成
25

年
7
月

公
表

）
と
高

く
な
い
こ
と
か

ら
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
を
利

用
し
そ
の

認
知

度
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
ど
こ
に
相

談
す
れ

ば
よ
い
の

か
分

か
ら
な
い
」
、
「
相

談
す
る
適

切
な
人

が
い
な
い
」
な
ど
の

理
由

に
よ
る
相

談
を
し
な
い
人

の
割

合
を
減

少
さ
せ

る
こ
と
が

出
来

る
の

で
、
消

費
者

に
と
っ
て

は
、
消
費
者
被
害
・
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
救
済
さ
れ
る
機
会
が
増
え
、
ま
た
、
そ
の
被
害
の
拡
大
が
防
止
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

全
国

の
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
等

に
寄

せ
ら
れ

た
消

費
生

活
相

談
は

、
平

成
2
5
年

度
は

9
2.
5
万

件
と
前

年
度

を
約

８
％

上
回

っ
た
。
特

に
、
高

齢
者

の
消

費
生

活
相

談
件

数
は

、
平

成
2
0
年

度
を
基

準
に
見

る
と
、
毎

年
増

加
し
、
特

に
平

成
2
4
年

度
か

ら
平

成
2
5
年

度
に
大

幅
に
増

加
し
、
５
年

間
で
6
5
.3
％

増
と
な
っ

た
。
高

齢
者

人
口

の
伸

び
（
1
3
.0
％

増
）
と
比

較
し
て
も
そ
れ

を
大

き
く
上

回
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高

齢
者

の
相

談
１
件

あ
た
り
の

契
約

購
入

金
額

の
平

均
は

約
1
68

万
円

、
既

支
払

額
で
約

87
万

円
と
高

額
な
も
の

で
、
深

刻
な
問

題
で
あ
る
。
ま
た
、
以

前
に
遭

っ
た
被

害
の

救
済

を
装

っ
て
勧

誘
す
る
手

口
で
あ
る

「
二

次
被

害
」
に
つ
い
て
も
、
高

齢
者

で
増

加
し
、
高

額
化

し
て
い
る
。
高

齢
者

が
こ
う
し
た
被

害
に
遭

遇
し
た
場

合
、
老

後
の

生
活

基
盤

が
失

わ
れ

る
こ
と
と

な
り
、
そ
の

後
の

生
活

に
深

刻
な
影

響
を
も
た
ら
し
か

ね
な
い
。
高

齢
者

の
消

費
者

ト
ラ
ブ
ル

が
急

増
し
て
い
る
が

、
高

齢
者

に
と
っ
て
は

0
5
70

で
始

ま
る
現

在
の

10
桁

の
電

話
番

号
は

覚
え
づ
ら
い
も
の

で
あ
る
。
１
Ｘ
Ｙ
番

号
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高

齢
者

に
も
覚

え
や

す
い
消

費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
と
な
り
、
そ
の

認
知

度
の

向
上

や
利

用
拡

大
が

期
待

で
き
る
し
、
桁

数
が

少
な
い
た
め
、
押

し
間

違
え
も
格

段
に
減

り
、
利

便
性

の
向

上
に
も
つ
な
が

る
。

１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

②
の

１

9



名
称

消
費

者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

３
桁

番
号

の
利
用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

（
続

き
）

消
費

者
か

ら
寄

せ
ら
れ

る
相

談
情

報
等

に
つ
い
て
は

、
前

述
の

と
お
り
、
全

国
消

費
生

活
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
P
IO
-
N
E
T
）
に
登

録
さ
れ

、
全

国
の

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
等

で
活

用
さ
れ

る
と
と
も
に
、
注

意
喚

起
や

法
執

行
等

を
担

当
す
る
国

の
行

政
機

関
等

に
お
い
て
も
利

用
さ
れ

て
い
る
。
平

成
2
5
年

度
で
は

、
全

国
で
9
2
.5
万

件
に
の

ぼ
る
相

談
が

寄
せ

ら
れ

て
い
る
が

、
消

費
者

被
害

の
発

生
・
拡

大
防

止
の
た
め
に
は

、
そ
の

情
報

の
集

約
は

非
常

に
重
要

で
あ
る
。
１
Ｘ
Ｙ
番

号
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相

談
件
数

の
増

加
に
伴
う
情

報
の

蓄
積

に
よ
り
、
消

費
者

被
害

の
未
然

防
止

・
拡

大
防

止
の

効
果

が
高

ま
る

も
の

と
期

待
さ
れ

る
。

ま
た
、
消

費
者

庁
に
お
い
て
は

、
消

費
者

被
害

の
予
防

や
掘

り
起

こ
し
に
つ
い
て
、
地

域
連

携
を
活

用
し
て
、
町

内
会

や
民

生
委

員
な
ど
の

協
力

を
得

な
が

ら
推

進
し
て
い
く
方

向
で
施

策
を
展

開
し
て
い
る
が

、
最

も
効

果
的

な
口

コ
ミ
で
の

情
報

伝
達

を
行

う
場

合
に
は

、
相

談
窓

口
の

電
話

番
号

は
短

く
て
覚

え
や

す
い
も
の
が
望
ま
れ
、
１
Ｘ
Ｙ
番
号
の
利
用
に
よ
り
、
情
報
伝
達
が
進
む
も
の
と
考
え
る
。

主
な
相

談
主
体

一
般

の
国

民
（
特

に
高

齢
者

の
相

談
が

近
年

増
加

し
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
関

す
る
消

費
生

活
相

談
は

、
子

ど
も
の

親
か

ら
の

相
談

が
多

い
。
）

典
型

的
な

相
談

内
容

消
費

者
か

ら
の

相
談

内
容

と
し
て
は

、
詐

欺
的

商
法

に
よ
る
財

産
被

害
の

ト
ラ
ブ
ル

や
、
生

命
・
身

体
に
危

害
を
及

ぼ
す
よ
う
な
事

故
に
関

す
る
も
の

が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

財
産

被
害

の
ト
ラ
ブ
ル

と
し
て
は

、
「
劇

場
型

勧
誘

」
と
呼

ば
れ

る
、
複

数
の

業
者

が
役

回
り
を
分

担
し
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
送

り
付

け
た
り
、
電

話
で
勧

誘
し
た

り
し
て
、
消

費
者

が
あ
た
か

も
得

を
す
る
よ
う
に
信

じ
込

ま
せ

て
実

体
不

明
の

金
融

商
品

等
を
買

わ
せ

る
手

口
か

ら
生

じ
る
も
の

が
増

え
て
い
る
。

高
齢

者
か

ら
の

相
談

が
近

年
急

増
し
て
い
る
「
健

康
食

品
の

送
り
付

け
商

法
」
は

、
「
以

前
申

込
み

い
た
だ
い
た
健

康
食
品

を
今

か
ら
送

り
ま
す
」
な
ど
と
突

然
電

話
が

あ
り
、
申

し
込

ん
だ
覚

え
が

な
い
と
断

っ
た
の

に
強

引
に
健

康
食

品
を
送

り
付

け
ら
れ

る
も
の

で
あ
る
。
事

業
者

か
ら
「
申

し
込

ん
だ
の

だ
か

ら
払

え
」
と
高

圧
的

に
言

わ
れ

、
押

し
切

ら
れ

て
承

諾
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
や

暴
言

を
吐

か
れ

る
ケ
ー
ス
等

も
見

ら
れ

、
高

齢
者

が
そ
の

被
害

に
あ
う
こ
と
が

多
く

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
回

線
」
や

、
「
携

帯
電

話
サ

ー
ビ
ス
」
な
ど
に
関

す
る
契

約
・
解

約
に
関

す
る
相

談
も
多

く
、
強

引
な
勧

誘
や

、
説

明
が

不
十

分
な
ま
ま
契
約
し
て
後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
例
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

生
命

・
身

体
に
関

す
る
消

費
者

ト
ラ
ブ
ル

と
し
て
は

、
「
冷

凍
食

品
へ

の
農

薬
混

入
事

案
」
が

多
く
寄

せ
ら
れ

た
。
こ
れ

に
関

し
て
は

、
多

く
の

消
費

者
か

ら
「
株

式
会

社
●

●
に
電

話
が

つ
な
が

ら
ず
困

っ
て
お
り
、
商

品
を
保

有
し
て
い
る
場

合
の

対
処

方
法

を
教

え
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
内

容
の

相
談

が
寄

せ
ら
れ

た
。 ま
た
、
昨

年
は

、
ホ
テ
ル

や
百

貨
店

、
レ
ス
ト
ラ
ン
等

に
お
い
て
、
メ
ニ
ュ
ー
表

示
と
異

な
っ
た
食

材
を
使
用

し
て
料
理

を
提

供
し
て
い
た
事

案
が

多
発
し
、
消

費
者

か
ら
も
多

く
の

相
談

が
寄

せ
ら
れ

た
。
例

え
ば

、
「
報

道
に
あ
る
ホ
テ
ル

で
食

事
を
し
た
。
返

金
さ
れ

る
か

」
、
「
以

前
、
鉄

板
焼

き
店

で
食

べ
た
サ

ー
ロ
イ

ン
ス
テ
ー
キ
は
成
形
肉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
、
「
結
婚
式
を
挙
げ
た
ホ
テ
ル
で
食
品
の

表
示
偽
装
が
あ
っ
た
。
対
応
が
納
得
で
き
な
い
」
等
が
あ
る
。

相
談

へ
の

対
応

・
解

決
策

を
伝

達
す
る
。

・
関

係
者

と
の

調
整

、
仲

裁
・
あ
っ
せ

ん
等

の
働

き
か

け
を
行

う
。

・
必

要
に
応

じ
相

談
者

の
も
と
へ

の
訪

問
を
行

う
。

・
他

の
適

切
な
相

談
窓

口
へ

の
取

次
ぎ
又

は
案

内
を
行

う
。

・
相

談
内

容
等

は
、
全

国
消

費
生

活
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
P
IO
-
N
E
T
）

に
登

録
さ
れ

、
全

国
の

消
費

生
活

セ
ン
タ
ー
等

で
活

用
さ
れ

る
と
と
も
に
、

注
意
喚
起
や
法
執
行
等
を
担
当
す
る
国
の
行
政
機
関
等
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
る
。

３
桁

番
号

利
用
開
始

の
希

望
時

期
平

成
2
7
年

度
か

ら
使

用
開

始
を
希

望
（
具

体
的

時
期

は
、
検

討
中

）

１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

②
の

２
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１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

③

名
称

子
ど
も
の

人
権

１
１
０
番

概
要

「
い
じ
め
」
や

体
罰
、
不

登
校

や
親

に
よ
る
虐

待
と
い
っ
た
、
子

ど
も
を
め
ぐ
る
人

権
問
題

は
周

囲
の
目

に
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
ま
た
被

害
者

で
あ
る
子

ど
も
自

身
も
、
そ
の

被
害

を
外

部
に
訴

え
る
だ
け
の

力
が

未
完

成
で
あ
っ
た
り
、
身

近
に
適

切
に
相

談
で
き
る
大

人
が

い
な
か

っ
た
り
す
る
場

合
が

少
な
く
な
い
た
め
、
こ
の

よ
う
な
子

ど
も
の

発
す
る
信

号
を
い
ち
早

く
キ
ャ
ッ
チ
し
、
そ
の

解
決

に
導

く
た
め
の

相
談

を
受

け
付

け
る
専

用
相

談
電

話
（
子

ど
も
だ
け
で
な
く
、
大

人
も
利

用
可

能
）

電
話

番
号

0
1
2
0
-
0
0
7
-
1
10

通
話

料
金

無
料

開
設

時
期

平
成

1
9
年

２
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
８
時

3
0
分

～
1
7
時

1
5
分

相
談

受
付

件
数

2
8
,8
4
7
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

法
務

省
の

人
権

擁
護

機
関

は
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

に
お
い
て
、
秘

密
厳

守
の

も
と
、
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
、
事

案
に
応

じ
て
、
適

切
な
対

応
を
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

は
、
緊

急
性

、
公

共
性

、
安

全
性

の
観

点
か

ら
重

要
な
用

途
の

も
の

で
あ
る
と
考

え
る
。

な
お
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

導
入

に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

現
在

の
電

話
番

号
は

１
０
桁

で
あ
る
が

、
覚

え
や

す
い
よ
う
工

夫
を
し
た
周

知
を
行

う
な
ど
、
認

知
率

の
向

上
に
努

め
て
き
た
と
こ
ろ
、
十

分
な
検

討
を
要

す
る
が

、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

の
認

知
率

向
上

や
利

用
拡

大
の

可
能

性
が

あ
る
。
ま
た
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
ダ
イ

ヤ
ル

時
間

の
短

縮
な
ど
相

談
者

の
利

便
性

向
上

が
考

え
ら
れ

る
。

主
な
相

談
主

体
子

ど
も
を
含

む
一

般
の

国
民

典
型

的
な

相
談

内
容

「
い
じ
め
」
や

体
罰

、
不

登
校

や
親

に
よ
る
虐

待
と
い
っ
た
、
子

ど
も
を
め
ぐ
る
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
付

け
る
専

用
相

談
電

話
で
あ
り
、
実

際
の

相
談

内
容

も
、
い
じ
め
、
体

罰
、
暴

行
虐

待
な
ど
様

々
な
問

題
に
関

す
る
も
の

が
あ
る
。

相
談

へ
の

対
応

・
他

の
適

切
な
機

関
を
案

内
す
る
。

・
解

決
方

法
の

助
言

を
行

う
。

・
人

権
侵

害
の

疑
い
が

あ
る
場

合
に
は

人
権

侵
犯

事
件

と
し
て
調

査
を
行

い
､当

事
者

間
の

関
係

の
調

整
や

人
権

侵
害

を
行

っ
た
者

に
対

す
る
説

示
・
勧
告
等
の
措
置

も
行

っ
て
い
る
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期

１
Ｘ
Ｙ
番
号

の
導

入
に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の

当
否

に
つ
い
て
は

十
分

な
検

討
が

必
要

で
あ
り
、
こ
の

検
討

を
経

て
３
桁

番
号

の
使

用
が

認
め
ら
れ

れ
ば

、
使

用
時

期
等

に
つ
い
て
も
検

討
す
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
る
。

11



１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

④

名
称

み
ん
な
の

人
権

１
１
０
番

概
要

差
別

や
虐

待
、
パ

ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
付

け
る
相

談
電

話

電
話

番
号

0
5
7
0
-
0
0
3
-
1
10

通
話

料
金

有
料

（
相

談
者

の
全

額
負

担
だ
が

、
最

寄
り
の

事
務

所
等

に
振

り
分

け
て
接

続
さ
れ

る
た
め
、
長

距
離

通
話

と
は

な
ら
な
い
場

合
が

多
い
）

開
設

時
期

平
成

2
3
年

４
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
８
時

3
0
分

～
1
7
時

1
5
分

相
談

受
付

件
数

非
公
表

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

法
務

省
の

人
権

擁
護

機
関

は
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

に
お
い
て
、
秘

密
厳

守
の

も
と
、
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
、
事

案
に
応

じ
て
、
適

切
な
対

応
を
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

は
、
緊

急
性

、
公

共
性

、
安

全
性

の
観

点
か

ら
重

要
な
用

途
の

も
の

で
あ
る
と
考

え
る
。

な
お
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

導
入

に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

現
在

の
電

話
番

号
は

１
０
桁

で
あ
る
が

、
覚

え
や

す
い
よ
う
工

夫
を
し
た
周

知
を
行

う
な
ど
、
認

知
率

の
向

上
に
努

め
て
き
た
と
こ
ろ
、
十

分
な
検

討
を
要

す
る
が

、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

の
認

知
率

向
上

や
利

用
拡

大
の

可
能

性
が

あ
る
。
ま
た
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
ダ
イ

ヤ
ル

時
間

の
短

縮
な
ど
相

談
者

の
利

便
性

向
上

が
考

え
ら
れ

る
。

主
な
相

談
主

体
一
般
の
国
民

典
型

的
な

相
談

内
容

差
別

や
虐

待
、
パ

ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
、
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
付

け
る
相

談
電

話
で
あ
り
、
実

際
の

相
談

内
容

も
、
様

々
な
人
権
問
題
に
関
す
る
も
の
が

あ
る
。

相
談

へ
の

対
応

・
他

の
適

切
な
機

関
を
案

内
す
る
。

・
解

決
方

法
の

助
言

を
行

う
。

・
人

権
侵

害
の

疑
い
が

あ
る
場

合
に
は

人
権

侵
犯

事
件

と
し
て
調

査
を
行

い
､当

事
者

間
の

関
係

の
調

整
や

人
権

侵
害

を
行

っ
た
者

に
対

す
る
説

示
・
勧
告
等
の
措
置

も
行

っ
て
い
る
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期

１
Ｘ
Ｙ
番
号

の
導

入
に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の

当
否

に
つ
い
て
は

十
分

な
検

討
が

必
要

で
あ
り
、
こ
の

検
討

を
経

て
３
桁

番
号

の
使

用
が

認
め
ら
れ

れ
ば

、
使

用
時

期
等

に
つ
い
て
も
検

討
す
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
る
。
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１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

⑤

名
称

女
性

の
人

権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

概
要

配
偶

者
や

パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
の

暴
力

、
職

場
等

に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
と
い
っ
た
女

性
を
め
ぐ
る
様

々
な
人

権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
る
専
用
相
談
電
話

電
話

番
号

0
5
7
0
-
0
7
0
-
8
10

通
話

料
金

有
料

（
相

談
者

の
全

額
負

担
だ
が

、
最

寄
り
の

事
務

所
等

に
振

り
分

け
て
接

続
さ
れ

る
た
め
、
長

距
離

通
話

と
は

な
ら
な
い
場

合
が

多
い
）

開
設

時
期

平
成

1
2
年

７
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
８
時

3
0
分

～
1
7
時

1
5
分

相
談

受
付

件
数

2
1
,1
1
9
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

法
務

省
の

人
権

擁
護

機
関

は
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

に
お
い
て
、
秘

密
厳

守
の

も
と
、
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
、
事

案
に
応

じ
て
、
適

切
な
対

応
を
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本

ダ
イ
ヤ
ル

は
、
緊

急
性

、
公

共
性

、
安

全
性

の
観

点
か

ら
重

要
な
用

途
の

も
の

で
あ
る
と
考

え
る
。

な
お
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

導
入

に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
必
要
と
考
え
る
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

現
在

の
電

話
番

号
は

１
０
桁

で
あ
る
が

、
覚

え
や

す
い
よ
う
工

夫
を
し
た
周

知
を
行

う
な
ど
、
認

知
率

の
向

上
に
努

め
て
き
た
と
こ
ろ
、
十

分
な
検

討
を
要

す
る
が

、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

の
認

知
率

向
上

や
利

用
拡

大
の

可
能

性
が

あ
る
。
ま
た
、
１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

に
よ
り
ダ
イ

ヤ
ル

時
間

の
短

縮
な
ど
相

談
者

の
利

便
性

向
上

が
考

え
ら
れ

る
。

主
な
相

談
主

体
一
般
の
国
民

典
型

的
な

相
談

内
容

配
偶

者
や

パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
の

暴
力

、
職

場
等

に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
と
い
っ
た
女

性
を
め
ぐ
る
様

々
な
人

権
問

題
に
つ
い
て
の

相
談

を
受

け
付

け
る
専

用
相

談
電

話
で
あ
り
、
実

際
の

相
談

内
容

も
、
暴

行
虐

待
、
強

制
・
強

要
、
セ
ク
ハ

ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど

様
々
な
問
題
に
関
す
る
も
の
が

あ
る
。

相
談

へ
の

対
応

・
他

の
適

切
な
機

関
を
案

内
す
る
。

・
解

決
方

法
の

助
言

を
行

う
。

・
人

権
侵

害
の

疑
い
が

あ
る
場

合
に
は

人
権

侵
犯

事
件

と
し
て
調

査
を
行

い
､当

事
者

間
の

関
係

の
調

整
や

人
権

侵
害

を
行

っ
た
者

に
対

す
る
説

示
・
勧
告
等
の
措
置

も
行

っ
て
い
る
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期

１
Ｘ
Ｙ
番
号

の
導

入
に
よ
る
効

果
の

検
討

を
行

う
と
と
も
に
、
当

該
導

入
の

メ
リ
ッ
ト
と
上

記
初

期
コ
ス
ト
と
の

比
較

衡
量

を
行

う
な
ど
、
当

該
導

入
の

当
否

に
つ
い
て
は

十
分

な
検

討
が

必
要

で
あ
り
、
こ
の

検
討

を
経

て
３
桁

番
号

の
使

用
が

認
め
ら
れ

れ
ば

、
使

用
時

期
等

に
つ
い
て
も
検

討
す
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
る
。

13



１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

⑥

名
称

法
テ
ラ
ス
・
サ

ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

概
要

法
的

ト
ラ
ブ
ル

で
お
悩

み
の

方
の

問
合

せ
に
対

し
て
、
適

切
な
法

制
度

、
相

談
窓

口
の

紹
介

を
行

っ
て
い
る
相

談
電

話

電
話

番
号

主
：
0
5
7
0
-
0
7
8
3
7
4

副
：
0
3
-
6
7
4
5
-
5
6
0
0
（
IP
電

話
用

）

通
話

料
金

有
料

（
相

談
者

の
全

額
負

担
）

開
設

時
期

平
成

1
8
年

1
0
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
９
時

～
2
1
時

、
土

：
９
時

～
1
7
時

相
談

受
付

件
数

3
1
3
,4
8
8
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

法
務

省
所

管
の

公
的

な
法

人
が

運
営

し
て
お
り
、
無

料
で
法

的
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
い
て
広

く
問

合
せ

を
受

け
付

け
る
窓

口
と
い
う
点

で
公

共
性

を
有

す
る
。 ま
た
、
法

的
ト
ラ
ブ
ル

を
抱

え
た
方

（
多

重
債

務
者

、
離

婚
案

件
相

談
者

な
ど
）
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
緊

急
性

の
観

点
か

ら
も
重

要
な
も
の

で
あ
る
。

た
だ
し
、
３
桁

番
号

利
用

の
費

用
や

導
入

に
当

た
っ
て
の

条
件

な
ど
に
よ
っ
て
、
導

入
の

可
否

に
影

響
を
及

ぼ
す
可

能
性

が
あ
る
た
め
、
そ
の

点
を

踏
ま
え
て
、
慎

重
に
検

討
し
た
い
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

３
桁

番
号

に
は

、
利

用
者

か
ら
、
公

的
な
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
認

知
さ
れ

や
す
く
、
か

つ
番

号
が

覚
え
や

す
い
と
い
う
利

点
が

あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
当

ダ
イ
ヤ
ル

の
更

な
る
認

知
度

向
上

と
利

用
促

進
が

期
待

で
き
る
。
国

民
の

サ
ー
ビ
ス
へ

の
ア
ク
セ
ス
が

、
現

在
よ
り
容

易
に
な
る
と
考

え
ら
れ

る
。

主
な
相

談
主

体
一
般
の
国
民

典
型

的
な

相
談

内
容

相
談
内
容
に
つ
い
て
は

多
岐

に
渡

る
が

、
比

較
的

多
い
相

談
内

容
は

以
下

の
と
お
り
。

（
１
）
離

婚
事

案
夫

の
浮

気
が

発
覚

し
た
。
こ
れ

ま
で
に
生

活
費

を
入

れ
て
く
れ

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、
も
う
離

婚
し
た
ほ

う
が

良
い
と
考

え
て
い
る
が

、
離

婚
の
際
の
手
続
や
夫
に
請
求
で
き
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
教
え
て
ほ
し
い
。

(２
)
債

務
整

理
事

案
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
等

（
計

６
社

）
か

ら
、
合

計
５
０
０
万

円
の

借
入

れ
が

あ
る
。
こ
れ

ま
で
は

、
な
ん
と
か

滞
納

す
る
こ
と
な
く
返

済
で
き
て
い
た
が

、
半

年
前
か

ら
会

社
の

経
営

が
苦

し
く
な
り
、
給

与
、
ボ
ー
ナ
ス
が

少
な
く
な
っ
た
。
結

果
と
し
て
、
先

月
分

は
一

部
滞

納
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
今

後
返

済
し

て
い
く
自

信
も
な
い
。
家

族
も
い
る
た
め
、
借

金
を
ど
う
に
か

し
た
い
。

相
談

へ
の

対
応

・
一

般
的

な
法

制
度

の
案

内
を
行

う
。

・
他

の
適

切
な
相

談
窓

口
へ

の
取

次
ぎ
又

は
案

内
を
行

う
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期
導
入
に
当
た
っ
て
の
条

件
や

費
用

な
ど
を
踏

ま
え
た
上

で
、
導

入
の

可
否

に
つ
い
て
慎
重

に
検

討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

⑦

名
称

児
童

相
談

所
全
国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル

概
要

一
般

の
利

用
者

が
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

に
電

話
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の

利
用

者
の

い
る
地

域
を
管

轄
す
る
児

童
相

談
所

に
つ
な
が

る
相
談
電
話

電
話

番
号

0
5
7
0
-
0
6
4
-
0
00

通
話

料
金

有
料

（
相

談
者

の
全

額
負

担
だ
が

、
最

寄
り
の

事
務

所
等

に
振

り
分

け
て
接

続
さ
れ

る
た
め
、
長

距
離

通
話

と
は

な
ら
な
い
場

合
が

多
い
）

開
設

時
期

平
成

2
1
年

1
0
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

各
児
童
相
談
所
に
よ
る

相
談

受
付

件
数

1
7
,0
0
0
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

児
童

虐
待

を
発

見
し
た
者

、
子

育
て
に
悩

み
を
抱

え
る
者

が
、
必

要
性

を
感

じ
た
と
き
に
、
児

童
相

談
所

に
迅

速
に
通

告
・
相

談
で
き
る
よ
う
全

国
共

通
の

番
号

を
設

け
た
も
の

で
あ
り
、
緊

急
性

、
公

共
性

、
安

全
性

の
観

点
か

ら
重

要
な
も
の

と
考

え
る
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

現
行

の
10

桁
の

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル

は
覚

え
づ
ら
い
た
め
、
覚

え
や

す
い
３
桁

番
号

に
す
る
こ
と
で
、
児

童
虐

待
を
発

見
し
た
者

、
子

育
て
に
悩
み
を
抱
え
る
者

が
、
必

要
性

を
感

じ
た
と
き
に
、
児

童
相

談
所

に
さ
ら
に
迅

速
に
通
告
・
相

談
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

主
な
相

談
主

体
一
般
の
国
民

典
型

的
な

相
談

内
容

（
１
）
児

童
虐

待
を
受

け
た
と
思

わ
れ

る
児

童
を
発

見
し
た
者

か
ら
の

通
告

近
隣

で
子

ど
も
を
激

し
く
怒

鳴
る
声

や
子

ど
も
を
叩

い
て
い
る
と
思

わ
れ

る
音

が
聞

こ
え
る
等

、
児

童
虐

待
を
受

け
た
と
思

わ
れ

る
児

童
を
発

見
し

た
者

が
、
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

に
電

話
を
す
る
こ
と
で
、
地

域
を
管

轄
す
る
児

童
相

談
所

に
電

話
が

つ
な
が

り
、
児

童
相

談
所

職
員

が
児

童
虐

待
を
受

け
た
と
思

わ
れ

る
子

ど
も
の

居
所

に
出

向
き
安

全
を
確

認
す
る
、
ま
た
必

要
に
応

じ
て
一

時
保

護
を
行

う
な
ど
の

対
応

を
行

う
。

（
２
）
子
育
て
に
悩
む
者
か
ら
の
子
育
て
に
関

す
る
相

談
子
ど
も
の

し
つ
け
、
健

康
や

発
達

の
問

題
、
非

行
な
ど
に
悩

ん
で
い
る
場

合
や

保
護

者
の

病
気

や
経
済

的
問

題
な
ど
で
子

育
て
が
難
し
い
場
合
な

ど
に
、
児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル

に
電

話
を
す
る
こ
と
で
、
地
域

を
管

轄
す
る
児

童
相

談
所

に
電

話
が

つ
な
が

り
、
児

童
相

談
所

職
員

が
専

門
的

な
相

談
に
応

じ
る
、
必

要
に
応

じ
て
一

時
保

護
を
行

う
、
市

町
村

等
関

係
機

関
と
も
連

携
し
そ
の

保
護

者
が

受
け
ら
れ

る
子

育
て
支

援
サ

ー
ビ

ス
に
つ
い
て
案

内
を
す
る
な
ど
、
保

護
者

へ
の

支
援

を
行

う
。

相
談

へ
の

対
応

・
相

談
者

に
来

庁
を
勧

め
若

し
く
は

相
談

者
の

も
と
に
訪

問
す
る
こ
と
も
含

め
た
解

決
策

の
伝

達
を
行

う
。

・
関
係
者
と
の
調
整
、
あ
っ
せ

ん
等

の
働

き
か

け
を
行

う
。

・
虐

待
を
受

け
た
児

童
の

一
時

保
護

等
を
行

う
。

・
他

の
適

切
な
相

談
窓

口
へ

の
取

次
ぎ
又

は
案

内
を
行

う
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期
平

成
2
7
年

度
か

ら
使

用
開

始
を
希

望
。
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１
Ｘ
Ｙ
番

号
の

利
用

を
希

望
す
る
相

談
ダ
イ
ヤ
ル

⑧

名
称

情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
安

心
相

談
窓
口

概
要

一
般

の
国

民
に
向

け
て
開

設
し
て
い
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル

ス
や

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
不

正
ア
ク
セ
ス
に
関

す
る
総

合
的

な
相

談
窓

口
（
技

術
的

な
ア
ド

バ
イ
ス
を
実

施
し
て
い
る
が

、
相

談
者

の
パ

ソ
コ
ン
や

情
報

を
調

査
し
た
り
、
パ

ソ
コ
ン
を
修

理
し
た
り
、
犯

人
を
捕

ま
え
た
り
す
る
こ
と
は

行
っ
て
い
な

い
）

電
話

番
号

0
3
-
5
9
7
8
-
7
5
09

通
話

料
金

有
料

（
相

談
者

の
全

額
負

担
）

開
設

時
期

平
成
２
年
４
月

閉
設

予
定

時
期

な
し

統
合

予
定

な
し

受
付

時
間

平
日

（
月

～
金

）
：
1
0
時

～
1
7
時

相
談

受
付

件
数

1
4
,5
6
8
件

（
平

成
2
5
年

度
）

緊
急

性
、
公

共
性
、

安
全

性
の

観
点
か
ら

重
要

な
用

途
で
あ
る

こ
と
の

説
明

IT
が

身
近

な
存

在
と
な
っ
て
い
る
最

近
で
は

、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
上

の
脅

威
情

報
を
い
ち
早

く
入

手
し
、
注

意
喚

起
な
ど
に
生

か
す
こ
と
が

求
め
ら

れ
て
お
り
、
本
相
談
窓
口

は
、
そ
の

情
報

収
集

の
た
め
の

窓
口

で
も
あ
る
た
め
。

３
桁

番
号

の
利

用
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト

覚
え
や

す
く
な
る
た
め
、
相

談
件

数
、
情

報
提

供
件

数
の

増
加

が
期

待
さ
れ

る
。

主
な
相

談
主

体
一

般
の

国
民

、
企

業
・
団

体
（
感

覚
的

に
は

中
小

企
業

が
多

い
）
な
ど

典
型

的
な

相
談

内
容

（
１
）

パ
ソ
コ
ン
で
ア
ダ
ル

ト
サ

イ
ト
を
閲

覧
し
て
い
た
ら
、
「
登

録
さ
れ

ま
し
た
」
と
な
り
、
「
98

,0
0
0
円

払
っ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
い
う
料

金
請

求
画

面
が

、
消

し
て
も
消
し
て
も
数

分
経

つ
と
再

度
表

示
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
相

談
が

非
常

に
多

い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
イ
ル

ス
に
よ
っ
て
パ

ソ
コ
ン
の

設
定

が
勝

手
に
変

更
さ
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
が

原
因

。
IP
A
の

ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲

載
し
て
い
る
、
対

処
方

法
の

ペ
ー
ジ
を
案

内
。

（
２
）

企
業

よ
り
「
自

社
の

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
が

改
ざ
ん
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
の

相
談
。
電

話
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
結

果
、
サ

ー
バ

の
脆

弱
性

を
悪

用
さ
れ
た

も
の

と
推

測
。
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
会

社
に
対

処
を
依

頼
す
る
こ
と
を
案

内
。

（
３
）

企
業

よ
り
、
「
自

社
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
強

化
し
た
い
の

だ
が

、
ど
う
す
れ

ば
良

い
か

」
と
の

相
談
。
IP
A
の

ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲

載
し
て
い
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
情

報
の

ペ
ー
ジ
を
案

内
す
る
と
と
も
に
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
会
社

に
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
頼
む
こ
と
な
ど
も
推
奨
。

相
談

へ
の

対
応

・
解

決
策

の
伝

達
を
行

う
。

・
他

の
適

切
な
相

談
窓

口
の

案
内

を
行

う
。

・
日

々
、
多

様
化

・
深

刻
化

す
る
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事

案
に
関

す
る
情

報
収

集
も
兼

ね
て
お
り
、
得

ら
れ

た
情

報
に
基

づ
く
対

応
策

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

掲
載

な
ど
に
活

用
す
る
。

３
桁

番
号

利
用

開
始

の
希

望
時

期
３
桁

番
号

の
使

用
が

認
め
ら
れ

れ
ば

、
速

や
か

に
使

用
に
向

け
た
予

算
措

置
等

を
検

討
予

定
。
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